
近
世
の
法
令
に
つ
い
て
は
、
領
主
法
ー
都
府
法
と
蕃
法
、
民
衆
法
ー

(
1
)
 

町
法
と
村
法
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
幕
府
法
は
さ
ら
に
法
度
と
条

目
、
高
札
、
触
と
達
に
分
け
ら
れ
る
。
法
度
は
広
義
に
お
い
て
幕
府
法

一
般
を
指
し
、
条
目
は
「
箇
条
書
の
記
載
様
式
を
も
つ
法
令
」
を
指

(
2
)
 

す
。
高
札
は
目
立
つ
場
所
に
立
て
ら
れ
た
、
法
の
周
知
化
と
権
力
の
象

徴
を
担
う
も
の
で
あ
る
。
触
は
「
幕
府
の
単
行
法
令
」
で
、
達
は
命
じ

(
3
)
 

る
対
象
を
絞
っ
た
法
令
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
法
は
、
発
布
す
る

(
4
)
 

主
体
、
法
令
の
様
式
や
対
象
に
よ
っ
て
も
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

法
令
の
伝
達
に
着
目
す
る
と
、
法
に
関
す
る
研
究
全
体
か
ら
み
て
、

そ
の
研
究
は
少
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
伝
達
に
つ
い
て
の
研
究

が
進
ん
で
い
る
地
域
は
史
料
が
残
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
、
三
都
を
対
象

は
じ
め
に

秋
田
藩
に
お
け
る

「
町
触
」

に
し
た
研
究
が
多
い
。

幕
府
法
令
に
関
す
る
研
究
を
み
る
と
、
五
代
将
軍
徳
川
絹
吉
か
ら
八

代
将
軍
徳
川
吉
宗
に
か
け
て
の
時
代
が
中
心
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、
小
倉
宗
氏
は
大
坂
の
陣
が
終
結
す
る
こ
ろ

か
ら
、
四
代
将
軍
徳
川
家
網
期
に
か
け
て
の
伝
達
方
法
の
変
化
に
つ
い

て
述
べ
て
い
る
。
特
定
の
大
名
へ
命
ず
る
奉
書
自
体
が
法
令
で
あ
っ
た

も
の
が
、
寛
永
十
年
代
（
一
六
三
四
＼
四
ー
―
-
）
で
は
「
箇
条
と
奥
書
か

ら
な
る
」
法
令
を
、
在
国
大
名
に
は
老
中
奉
書
と
と
も
に
送
り
、
在
府

大
名
に
は
老
中
か
ら
家
老
に
口
頭
で
伝
え
、
旗
本
に
は
六
人
衆
が
申
し

伝
え
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
が
家
網
期
に
な
る
と
、
大
名
の
家
来
が
評

定
所
に
集
め
ら
れ
、
口
頭
で
指
示
を
受
け
た
の
ち
、
大
目
付
立
ち
会
い

(
6
)
 

の
も
と
で
書
付
を
一
通
ず
つ
手
渡
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

五
代
将
軍
徳
川
網
吉
期
に
な
る
と
、
御
用
部
屋
で
諸
大
名
・
諸
役
人

齊

藤

志

帆

子

の
伝
達
に
つ
い
て
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の
人
数
分
の
書
付
が
作
成
さ
れ
、
一
通
ず
つ
手
渡
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か

る
。
老
中
及
び
若
年
寄
が
触
の
発
給
者
で
、
そ
れ
ぞ
れ
触
を
渡
す
者
が

決
ま
っ
て
い
た
。
中
に
は
、
大
目
付
の
も
と
に
大
名
留
守
居
が
集
め
ら

れ
、
書
付
を
写
し
取
っ
て
伝
達
し
た
例
も
あ
る
。
享
保
期
に
入
る
と
、

八
代
将
軍
徳
川
吉
宗
の
主
郡
に
よ
り
、
伝
達
の
効
率
化
を
図
る
目
的
で
、

(
8
)
 

法
令
伝
達
の
改
革
が
行
わ
れ
た
。
江
戸
留
守
居
役
な
ど
大
名
の
家
来
を

呼
び
出
し
て
法
令
の
内
容
を
伝
え
、
書
付
を
写
し
取
ら
せ
た
り
、
大
名

の
格
式
に
応
じ
て
組
合
を
つ
く
ら
せ
た
う
え
で
、
廻
状
形
式
で
伝
達
が

行
わ
れ
て
い
た
り
し
た
。

(
9
)
 

幕
府
法
令
は
幕
府
直
轄
領
へ
も
伝
達
さ
れ
て
い
る
。
信
州
中
野
を
例

に
み
る
と
、
江
戸
と
中
野
代
官
所
間
で
は
「
宿
継
御
用
状
」
と
「
江
戸

定
飛
脚
」
の
二
つ
の
方
法
が
と
ら
れ
て
い
た
。
中
野
代
官
所
と
村
の
間

に
は
「
申
渡
」
と
「
廻
状
」
の
二
つ
の
方
法
が
あ
り
、
「
廻
状
」
が
主

な
伝
達
手
段
で
あ
っ
た
。

領
王
か
ら
町
方
・
村
方
へ
の
法
令
の
伝
達
方
法
は
ど
の
よ
う
な
も
の

だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
江
戸
で
は
、
法
令
の
伝
達
様
式
と
し
て
高
札
・

(10) 

町
触
・
木
版
刷
町
触
な
ど
が
あ
っ
た
。
中
で
も
、
町
触
は
町
の
代
表
者

が
口
頭
で
受
け
る
か
、
ま
た
は
書
き
写
し
た
内
容
を
各
町
へ
と
伝
達
す

る
シ
ス
テ
ム
が
で
き
あ
が
っ
て
い
た
。
ま
た
、
居
住
者
だ
け
で
な
く
往

来
者
に
も
法
令
を
理
解
さ
せ
る
た
め
に
、
「
町
触
札
」
と
い
う
人
目
に

(11) 

つ
く
場
所
に
掲
示
す
る
方
法
も
と
ら
れ
て
い
た
。

京
都
で
は
、
中
世
以
来
の
蓄
積
が
あ
る
た
め
、
町
触
の
研
究
も
進
ん

で
い
る
。
中
で
も
宇
佐
美
英
機
氏
は
、
近
世
前
期
の
高
札
の
役
割
と
「
触

(12) 

流
し
」
と
い
う
町
人
を
介
し
た
伝
達
方
法
を
明
ら
か
に
し
た
。
大
坂
で

(13) 

は
口
頭
で
の
伝
達
や
書
付
の
配
布
・
書
き
写
し
が
行
わ
れ
て
い
た
。
ま

た
、
大
坂
に
お
け
る
法
令
伝
達
の
研
究
で
は
、
法
の
発
布
者
と
対
象
者

の
中
間
に
位
置
す
る
者
に
焦
点
を
当
て
た
研
究
も
多
く
み
ら
れ
る
。
町

奉
行
の
指
示
を
直
接
伝
え
た
り
、
惣
年
寄
の
補
佐
と
し
て
町
年
寄
た
ち

(14) 

に
口
頭
で
伝
達
し
た
り
し
た
町
惣
代
や
、
大
坂
町
奉
行
所
と
領
主
間
の

(15) 

連
絡
を
取
り
持
っ
て
い
た
用
達
な
ど
が
い
た
よ
う
だ
。
そ
の
他
の
藩
の

事
例
と
し
て
、
徳
島
藩
城
下
町
で
は
触
の
伝
達
に
町
手
代
が
欠
か
せ
ず
、

仕
置
家
老
か
ら
の
触
を
そ
の
日
の
内
か
二
日
後
ま
で
に
町
中
に
触
れ
て

(16) 

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
れ
ら
の
研
究
を
み
る
と
、
法
令
の
伝
達
方
法
と
伝
達
を
担
う
人
に

重
点
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
で
は
、
秋
田
藩
に
つ
い
て
は

ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

秋
田
藩
の
法
令
に
関
す
る
史
料
の
―
つ
に
「
町
触
控
」
が
あ
る
。
「
町

触
控
」
三

0
冊
は
、
「
町
触
控
目
録
」
五
冊
と
共
に
秋
田
県
公
文
書
館

に
所
蔵
さ
れ
、
明
和
七
（
一
七
七

0
)
年
か
ら
明
治
二
(
-
八
六
九
）

年
ま
で
、
約
百
年
に
及
ぶ
法
令
を
収
録
し
て
い
る
。
「
町
触
控
」
は
竪

帳
で
、
現
在
は
裏
打
ち
補
修
さ
れ
て
お
り
、
丁
数
は
一
五

0
丁
前
後
の

も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
、
一
冊
に
一
年
か
ら
三
年
分
の
法
令
を
収
録
し
て

い
る
も
の
が
多
い
。
た
だ
し
、
中
に
は
文
化
七
(
-
八
一

0
)
年
か
ら

文
政
五
(
-
八
二
二
）
年
ま
で
の
一
三
年
分
の
法
令
を
一
冊
に
収
録
し
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て
い
る
も
の
も
あ
る
。

「
町
触
控
」
は
今
村
義
孝
・
高
橋
秀
夫
両
氏
に
よ
っ
て
翻
刻
さ
れ
、
『
秋

田
藩
町
触
集
j

全
三
巻
と
し
て
、
一
九
七
一
ー
七
三
年
に
か
け
て
未
来

(17) 

社
よ
り
刊
行
さ
れ
た
。
本
研
究
で
は
、
「
町
触
控
」
を
基
本
史
料
と
し

て
利
用
し
、
「
秋
田
藩
町
触
集
」
を
参
照
し
つ
つ
、
適
宜
原
典
を
確
認

し
た
。
「
秋
田
藩
町
触
集
』
で
は
翻
刻
に
あ
た
り
、
「
町
触
控
」
の
発
令

日
と
法
令
の
伝
達
先
に
応
じ
て
全
体
を
二
八
六
三
の
項
目
に
分
け
、
通

し
番
号
を
付
し
て
お
り
、
以
下
、
本
稿
で
は
こ
の
番
号
を
用
い
る
。
引

用
史
料
の
表
記
は
、
全
て
論
者
の
責
任
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

今
村
義
孝
氏
は
「
秋
田
藩
町
触
集
』
解
題
に
お
い
て
、
「
秋
田
藩
が

城
下
町
久
保
田
に
触
れ
た
『
被
仰
渡
j

、
す
な
わ
ち
市
中
法
令
」
で
あ

る
と
し
て
、
「
町
触
控
」
に
収
録
さ
れ
る
法
令
は
久
保
田
城
下
の
町
人

町
を
対
象
に
出
さ
れ
た
法
令
で
あ
る
と
唱
え
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
「
秋
田
藩
町
触
集
」
が
刊
行
さ
れ
る
前
後
に
、
高
橋
秀
夫
、

(19) 

高
橋
務
両
氏
が
相
次
い
で
研
究
を
発
表
さ
れ
た
。
し
か
し
、
高
橋
秀
夫

氏
は
「
町
触
控
」
の
概
要
を
説
明
し
、
内
容
の
検
討
を
行
っ
て
い
る
が
、

そ
こ
で
は
史
料
の
紹
介
に
力
点
が
骰
か
れ
、
触
の
伝
達
方
法
や
伝
達
を

担
う
者
に
つ
い
て
の
分
析
は
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

高
橋
務
氏
は
「
『
町
触
控
j

に
関
す
る
基
礎
的
一
考
察
」
に
お
い
て
、

法
令
編
築
物
と
し
て
の
「
町
触
控
」
に
つ
い
て
、
そ
の
概
要
を
的
確
に

整
理
さ
れ
、
藩
の
最
も
重
要
な
政
策
を
示
し
た
「
御
条
目
」
に
焦
点
を

当
て
、
そ
の
伝
達
方
法
を
通
し
て
「
家
来
触
」
と
「
町
触
」
に
つ
い
て

右
の
課
題
に
迫
る
た
め
、
ま
ず
は
秋
田
藩
「
町
触
控
」
に
は
ど
の
よ

う
な
法
令
が
収
録
さ
れ
て
い
る
の
か
、
そ
し
て
、
そ
の
法
令
が
誰
に
向

ー

分
析
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
「
家
来
触
」
が
渡
さ
れ
る
相
手

は
久
保
田
城
の
広
間
敷
居
内
に
着
座
す
る
面
々
と
、
在
々
の
組
下
を
抱

え
る
城
代
や
所
預
な
ど
、
藩
の
重
臣
層
だ
と
い
い
、
ま
た
、
「
町
触
」

は
久
保
田
城
下
居
住
の
家
中
に
対
す
る
法
令
で
、
そ
の
伝
達
方
法
に
つ

い
て
も
概
略
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
「
町
触
控
」
に
記
載
さ
れ
る
「
御
条
目
」
は
、
全

ニ
八
六
一

1

一
に
及
ぶ
法
令
の
中
で
、
わ
ず
か
十
例
に
も
満
た
ず
、
ま
た
、

「
町
触
控
」
の
表
題
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
町
触
」
を
宛
所
と
し
な
い
法

令
も
全
体
の
約
三
割
に
達
す
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
「
町
触
控
」
に
は
ど
の
よ
う
な
法
令
が
収
録
さ

れ
て
い
る
の
か
、
ま
ず
こ
の
点
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
次
に
、
「
町
触
」

は
ど
の
よ
う
な
方
法
で
伝
達
さ
れ
た
の
か
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
し
、

「
家
来
触
」
の
「
家
来
」
と
は
何
を
指
す
の
か
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

そ
し
て
、
「
町
触
」
の
伝
達
方
法
は
、
天
明
六
（
一
七
八
六
）
年
と
寛

政
七
（
一
七
九
五
）
年
に
変
更
さ
れ
る
が
、
そ
の
変
化
に
は
ど
の
よ
う

な
背
景
や
意
味
が
あ
っ
た
の
か
、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
考
察
し
た
い
と

思
う
。

幕
府
法
令
の
伝
達

-65-

Akita University



け
て
伝
達
さ
れ
た
の
か
、
こ
の
点
に
つ
い
て
考
え
よ
う
。

【
史
料
1
(
「
御
触
書
天
保
集
成
」
）
】

大
目
付
え

先
達
て
お
ろ
し
や
船
長
崎
え
渡
来
い
た
し
、
通
商
等
之
儀
相
願
候
得

共
、
難
取
用
筋
二
付
、
其
旨
申
諭
し
、
先
年
与
へ
置
候
信
牌
も
取
上

之
、
以
来
乗
渡
間
敷
旨
堅
く
申
渡
、
帰
帆
い
た
さ
せ
候
付
、
再
渡
は

い
た
す
間
敷
候
得
共
、
此
後
万
一
源
流
二
事
寄
、
乗
渡
、
何
レ
之
浦

方
二
船
を
繁
申
間
敷
も
の
二
も
無
之
候
間
、
異
国
船
と
見
請
候
ハ
、
‘

早
々
手
当
い
た
し
、
人
数
等
差
配
り
、
先
見
分
之
も
の
差
出
、
得
と

様
子
相
礼
し
、
弥
お
ろ
し
や
船
二
無
相
違
相
聞
候
ハ
ヽ
、
能
々
申
諭

し
、
な
り
た
け
穏
二
婦
帆
い
た
し
候
様
可
取
計
候
。
尤
実
々
難
風
二

逢
、
漂
流
い
た
し
候
様
子
二
て
、
食
物
水
薪
等
乏
敷
、
直
二
帰
帆
難

相
成
次
第
二
候
ハ
ヽ
、
相
応
二
其
品
相
与
へ
、
可
為
致
帰
帆
候
。
且

何
程
相
願
候
て
も
、
決
て
上
陸
ハ
不
為
致
、
帰
帆
迄
は
番
船
附
置
、

見
物
等
を
も
相
禁
し
、
其
段
早
々
可
有
注
進
候
。
尤
再
応
申
諭
し
候

て
も
相
拒
ミ
、
不
致
帰
帆
、
及
異
儀
候
ハ
ヽ
、
時
宜
二
応
し
、
不
及

伺
打
彿
、
其
旨
可
申
聞
候
。
右
骰
之
始
末
二
至
り
候
節
ハ
、
諸
事
寛

政
一
＿
＿
亥
年
異
国
船
之
儀
二
付
相
触
候
趣
二
准
し
、
取
計
可
申
候
。

右
之
趣
、
万
石
以
上
之
面
々
井
其
以
下
二
て
も
、
海
邊
二
領
分
知
行

所
有
之
面
々
え
不
洩
様
可
被
相
触
候
。

正
月

【
史
料
2
(
「
町
触
控
」
―
-

大
御
目
付
触

先
達
而
お
ろ
し
や
船
長
崎
江
渡
来
い
た
し
通
商
等
之
俄
相
願
候
得
と

も
、
難
取
用
筋
に
付
其
旨
申
諭
し
先
年
与
へ
置
候
信
牌
も
取
上
之
、

以
来
〔
〕
渡
間
敷
旨
堅
く
申
渡
婦
帆
い
た
さ
せ
候
口
、
再
渡
は
い

た
す
間
敷
候
〔
〕
此
後
万
一
漂
流
に
事
寄

□口
口
何
れ
之
浦
方
に

船
を
繋
申
間
敷
も
の
に
も
無
之
候
間
、
異
国
船
と
見
請
候
は
、
早
々

手
当
い
た
し
、
人
数
等
差
配
り
、
先
見
分
之
者
差
出
得
と
様
子
相
礼
、

弥
お
ろ
し
や
船
に
無
相
違
相
聞
候
は
、
能
々
申
諭
し
、
な
り
た
け
穏

に
帰
帆
い
た
し
候
様
可
取
計
候
。
尤
実
に
難
風
に
逢
ひ
標
流
い
た
し

候
様
子
に
て
、
食
物
・
水
薪
口
乏
し
く
、
直
に
帰
帆
難
相
成
次
第
〔

〕
其
品
相
与
へ
可
為
致
帰
帆
候
。
且
何
程
相
願
候
と
も
決
而
上
陸

は
不
為
致
、
帰
帆
ま
て
は
番
船
付
置
、
見
物
等
を
も
相
禁
し
、
其
段

早
々
可
有
注
進
候
。
尤
再
応
申
諭
し
候
て
も
相
拒
不
致
帰
帆
及
異
俄

候
は
、
、
時
宜
に
応
し
不
及
伺
打
払
、
其
旨
可
申
聞

□口
口
鉢
之
始

末
に
至
り
候
節
は
、
諸
事
寛
政
三
亥
年
異
国
船
之
義
に
付
相
触
候
趣

に
准
し
取
計
ら
ひ
可
申
候
。

右
之
趣
、
万
石
以
上
之
面
々
、
井
其
以
下
に
而
も
海
辺
に
領
分
知
行

所
口
之
面
々
江
不
洩
様
可
被
相
触
候
。

正
月

（
籍
力
）

右
之
趣
、
従
公
儀
被
仰
渡
候
間
、
此
旨
被
相
心
得

□向
へ
可
被

申
渡
候
。
已
上
。
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二
月渡

所
左
之
通

一
、
御
勘
定
奉
行
壱
通

一
、
能
代
奉
行
壱
通

一
、
湊
沖
口
役
壱
通

一
、
戸
賀
村
間
役
壱
通

一
、
新
屋
船
見
番
壱
通

一

、

小

浜

同

壱

通

右
八
ヶ
所

□御
文
左
之
通

右
之
趣
、
従
公
俄
被
仰
渡
候
間
、
此
旨
可
被
相
心
得
〔

申
伝
候
。
已
上
。

〔
〕
当
寅
正
月
廿
六
日
江
戸
出
足
御
飛
脚
口
二
月
四
日
参
着
申

来
候
。

史
料
l
は
、
文
化
三
(
-
八

0
六
）
年
一
月
に
幕
府
内
で
老
中
か
ら

大
目
付
へ
触
れ
た
法
令
で
あ
る
。
史
料
2
は
大
目
付
か
ら
秋
田
藩
の
江

戸
留
守
居
役
へ
伝
え
ら
れ
た
史
料
1
の
法
令
を
、
飛
脚
が
久
保
田
の
家

老
へ
伝
え
、
関
係
各
所
に
触
れ
た
法
令
で
あ
る
。
二
つ
の
史
料
を
見
比

べ
る
と
、
多
少
の
文
言
の
違
い
が
見
え
る
が
、
そ
れ
は
大
目
付
か
ら
渡

さ
れ
た
書
付
を
杏
き
写
し
た
際
に
生
じ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
史
料
ー

に
「
先
達
て
」
と
あ
る
の
は
、
文
化
元
(
-
八

0
四
）
年
、
ロ
シ
ア
使

節
レ
ザ
ノ
フ
が
長
崎
へ
来
航
し
、
日
本
に
通
商
を
要
求
し
て
き
た
こ
と

〕
可
被

一
、
郡
奉
行
壱
通

一
、
御
町
奉
行
壱
通

一
、
能
代
沖
口
役
壱
通

一
、
舟
川
村
間
役
壱
通

一
、
八
森
同
壱
通

一
、
北
ノ
浦
同
壱
通

で
あ
る
。
幕
府
は
そ
の
要
求
を
拒
否
す
る
旨
を
ロ
シ
ア
側
に
伝
え
、
寛

政
四
（
一
七
九
二
）
年
に
ロ
シ
ア
使
節
ラ
ク
ス
マ
ン
の
来
航
時
に
与
え

た
入
港
許
可
証
を
取
り
上
げ
、
今
後
の
来
航
禁
止
を
厳
し
く
命
じ
て
彼

ら
を
帰
帆
さ
せ
た
。
そ
の
た
め
、
再
来
航
す
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
が
、

今
後
万
が
一
、
ロ
シ
ア
船
が
漂
流
し
た
と
い
う
口
実
を
つ
け
て
来
航
し
、

ど
こ
か
の
海
岸
に
船
を
つ
け
よ
う
と
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
異
国
船
と

見
て
と
っ
た
ら
、
早
々
に
藩
の
者
を
手
分
け
し
て
対
応
さ
せ
、
帰
港
に

必
要
な
物
資
を
与
え
、
船
の
様
子
を
よ
く
観
察
し
て
ロ
シ
ア
船
に
間
違

い
な
け
れ
ば
、
丁
寧
に
説
明
し
て
、
な
る
べ
く
穏
便
に
婦
帆
す
る
よ
う

取
り
計
ら
う
よ
う
に
命
じ
て
い
る
。

船
の
航
行
が
難
し
い
ほ
ど
気
象
条
件
が
悪
く
、
本
当
に
漂
流
し
た
様

子
で
あ
れ
ば
、
食
物
や
燃
料
が
不
足
し
、
婦
港
も
で
き
な
く
な
る
の
で
、

状
況
に
応
じ
て
必
要
な
物
資
を
与
え
、
帰
港
さ
せ
る
よ
う
に
も
命
じ
て

い
る
。
ま
た
、
ロ
シ
ア
船
か
ら
ど
れ
ほ
ど
の
願
い
が
あ
っ
て
も
、
決
し

て
上
陸
さ
せ
て
は
な
ら
ず
、
帰
港
す
る
ま
で
は
藩
の
番
船
を
ロ
シ
ア
船

に
付
け
、
領
民
の
見
物
な
ど
も
禁
止
し
、
そ
の
上
で
、
こ
の
こ
と
を
藩

は
早
急
に
都
府
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
も
っ
と
も
、
再

度
依
頼
し
て
も
ロ
シ
ア
船
が
帰
港
を
拒
否
し
、
異
論
が
出
た
場
合
に
は
、

頃
合
い
を
見
て
、
有
無
を
言
わ
せ
ず
に
撃
退
せ
よ
。
そ
し
て
も
し
、
そ

の
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
た
際
に
は
、
寛
政
三
（
一
七
九
一
）
年
に
出
さ

れ
た
異
国
船
に
関
す
る
触
を
参
照
し
、
そ
れ
に
倣
っ
て
対
応
す
る
よ
う

都
府
は
指
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
万
石
以
上
•
以
下
に
か
か
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わ
ら
ず
、
海
辺
に
知
行
地
を
も
つ
す
べ
て
の
大
名
と
旗
本
へ
命
じ
る
よ

う
指
令
し
て
い
る
。

こ
れ
を
受
け
て
、
領
地
が
日
本
海
に
面
し
て
い
る
秋
田
藩
に
も
、
こ

の
「
触
」
は
伝
え
ら
れ
た
。
こ
の
「
触
」
は
大
名
の
格
式
に
応
じ
て
作

ら
れ
た
江
戸
の
留
守
居
組
合
に
渡
さ
れ
、
そ
れ
を
江
戸
留
守
居
が
書
き

(22) 

写
し
て
国
元
に
伝
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

史
料
2
の
宛
所
に
は
―
ニ
ヶ
所
が
記
さ
れ
て
い
る
。
勘
定
奉
行
は
、

郡
奉
行
や
沖
口
役
な
ど
の
諸
役
人
を
統
括
す
る
立
場
に
あ
っ
た
た
め
、

ま
ず
第
一
に
幕
府
大
目
付
か
ら
の
触
が
伝
え
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
郡

奉
行
は
、
海
岸
部
の
村
々
へ
の
指
示
を
担
っ
て
お
り
、
能
代
奉
行
は
能

代
湊
を
、
町
奉
行
は
土
崎
湊
を
管
轄
し
て
い
た
た
め
に
伝
達
さ
れ
た
。

ま
た
、
湊
沖
口
役
は
土
崎
湊
、
能
代
沖
口
役
は
能
代
湊
で
、
そ
れ
ぞ
れ

徴
税
業
務
を
担
っ
て
い
た
。
戸
賀
村
・
舟
川
村
は
い
ず
れ
も
男
鹿
半
島

に
あ
る
村
で
、
「
間
」
は
澗
の
こ
と
で
、
両
村
は
船
が
停
泊
す
る
入
り

江
と
な
っ
て
い
た
。
「
間
役
」
は
戸
賀
・
舟
川
両
村
で
、
停
泊
す
る
船

を
監
視
し
、
役
銭
を
徴
収
す
る
役
だ
っ
た
。
新
屋
・
八
森
・
小
浜
・
北

浦
の
船
見
番
へ
も
指
示
が
伝
え
ら
れ
、
彼
ら
は
各
地
域
の
海
岸
線
で
航

行
す
る
船
の
監
視
に
当
た
っ
て
い
た
。

こ
の
史
料
2
で
は
、
「
正
月
」
ま
で
が
「
大
御
目
付
触
」
の
写
し
で
、

そ
の
次
に
記
さ
れ
る
「
右
之
趣
、
従
公
儀
被
仰
渡
候
間
、
此
旨
被
相
心

（
詣
力
）

得

□向
へ
可
被
申
渡
候
。
」
の
文
言
は
、
そ
の
内
容
か
ら
判
断
し
て
秋

田
瑞
が
勘
定
奉
行
・
郡
奉
行
・
能
代
奉
行
•
町
奉
行
に
向
け
て
指
令
し

た
も
の
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
土
崎
・
能
代
両
湊
の
沖
口
役
、
戸
賀
・
舟

川
両
村
の
間
役
、
新
屋
・
八
森
・
小
浜
・
北
浦
の
船
見
番
の
八
ヶ
所
へ

は
そ
の
後
に
記
さ
れ
る
通
り
「
右
之
趣
、
従
公
俵
被
仰
渡
候
間
、
此
旨

可
被
相
心
得
〔
〕
可
被
申
伝
候
。
」
と
命
じ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
「
町

触
控
」
に
は
猫
府
法
令
も
収
録
さ
れ
、
秋
田
藩
は
そ
れ
を
関
係
す
る
役

職
へ
伝
達
し
、
暮
法
の
徹
底
を
図
っ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。

そ
こ
で
次
に
、
特
定
の
役
職
に
限
ら
ず
、
全
て
の
者
に
触
れ
渡
さ
れ

る
改
元
を
例
に
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
方
法
で
伝
達
さ
れ
た
の
か
、
こ

の
点
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

【
史
料
3
(
「
江
戸
町
触
集
成

i
i

覚

年
号
文
化
と
改
元
被
仰
出
候
間
、
此
旨
町
中
不
残
可
相
触
候
。
已
上
。

二

月

十

九

日

町

年

寄

役

所

【
史
料
4
(
「
町
触
控
」
―
―

享
和
四
子
年
三
月
朔
日
、
於
御
会
所
此
節
御
会
所
御
普
請
に
付

於
御
町
所
御
張
出
を
以
被
仰
渡
、
左
之
通
。

覚

享
和
之
年
号
此
度
文
化
と
改
元
、
先
月
十
九
日
被
仰
出
候
由
、
従
江

戸
表
申
来
候
。
依
之
当
月
七
日
よ
り
右
年
号
御
改
候
間
、
此
旨
可
被

相
心
得
候
。

右
之
趣
、
壱
町
井
支
配
有
之
面
々
は
其
方
江
も
可
被
申
渡
候
。
已
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上。
三
月渡

処
左
之
通

一
、
町
触
壱
通

一
、
大
山
十
郎
壱
通

一
、
能
代
奉
行
壱
通

【
史
科
5
(
「
上
肴
町
記
録
」
―
―
〉

覚

一
、
享
和
之
年
号
此
度
文
化
と
改
元
、
先
月
十
九
日
に
被
仰
出
候
よ

し
江
戸
表
よ
り
申
来
候
。
依
て
当
月
七

H
よ
り
右
年
号
御
改
候
間
、

此
旨
可
被
相
心
得
候
。

右
之
趣
支
配
所
江
可
申
渡
候
。

子
三
月
四
日

こ
れ
ら
の
史
料
は
、
享
和
か
ら
文
化
へ
の
改
元
に
つ
い
て
触
れ
た
も

の
で
あ
る
。
京
都
の
朝
廷
で
改
元
が
決
定
す
る
と
、
二
月
十
九
日
に
江

戸
で
触
れ
ら
れ
、
江
戸
町
方
へ
は
そ
の
日
に
指
示
が
伝
わ
っ
て
い
る
。

秋
田
へ
は
三
月
に
入
っ
て
伝
え
ら
れ
、
史
科
5
の
「
上
肴
町
記
録
」
に

よ
り
、
久
保
田
城
下
の
町
人
町
へ
は
三
月
四
日
に
伝
え
ら
れ
た
こ
と
が

わ
か
る
。
こ
の
と
き
の
改
元
は
、
江
戸
か
ら
十
日
以
上
か
け
て
久
保
田

一
、
家
来
触
壱
通

一
、
郡
奉
行
壱
通

一
、
大
館
給
人
壱
通

会
談
処

へ
伝
え
ら
れ
て
い
た
。

「
上
肴
町
記
録
」
は
、
同
町
の
町
代
が
書
き
留
め
た
日
記
で
、
か
つ

て
秋
田
市
大
町
一
丁
目
の
山
田
家
と
秋
田
市
千
秋
明
徳
町
の
根
田
家
に

所
蔵
さ
れ
、
今
は
三
三
冊
が
現
存
し
て
い
る
。
寛
永
十
九
（
一
六
四
二
）

年
と
万
治
二
（
一
六
五
九
）
年
の
法
令
を
一
部
含
む
が
、
大
半
は
寛
文

元
（
一
六
六
一
）
年
か
ら
明
治
元
(
-
八
六
八
）
年
ま
で
の
藩
か
ら
の

法
令
や
、
町
人
か
ら
の
願
書
な
ど
を
書
き
留
め
て
い
る
。

こ
れ
ら
三
つ
の
史
料
に
つ
い
て
、
文
末
の
表
現
と
伝
達
場
所
に
焦
点

を
当
て
、
各
法
令
が
誰
に
向
け
て
出
さ
れ
た
も
の
か
、
こ
の
点
に
迫
っ

て
み
た
い
。
ま
ず
、
史
料
3
の
江
戸
で
は
「
此
旨
町
中
不
残
可
相
触
候
」

と
記
さ
れ
、
江
戸
の
町
人
町
全
て
に
法
令
を
命
じ
る
様
に
町
奉
行
か
ら

町
年
寄
へ
指
示
さ
れ
て
い
る
。
江
戸
町
年
寄
は
江
戸
の
町
役
人
の
代
表

で
、
そ
の
役
割
の
―
つ
に
町
触
の
伝
達
が
あ
っ
た
。
伝
達
場
所
は
「
町

年
寄
役
所
」
で
、
江
戸
町
奉
行
か
ら
受
け
取
っ
た
「
触
」
を
、
町
年
寄

が
江
戸
の
町
中
に
伝
達
す
る
た
め
に
こ
の
場
所
を
使
用
し
た
。

史
料
4
、
秋
田
藩
の
「
町
触
控
」
で
は
「
壱
町
井
支
配
有
之
面
々
は

其
方
江
も
可
被
申
渡
候
。
」
と
記
さ
れ
、
町
ご
と
に
、
ま
た
、
配
下
の

者
が
い
る
者
は
そ
の
者
た
ち
へ
も
命
じ
る
よ
う
指
示
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
法
令
は
通
常
、
会
所
に
掲
示
さ
れ
る
が
、
こ
の
と
き
は
そ
こ
が
普
請

で
使
え
な
い
た
め
、
臨
時
で
「
町
所
」
に
掲
示
さ
れ
た
。
町
所
は
町
奉

(m) 

行
所
の
こ
と
で
、
法
令
の
宛
所
に
町
奉
行
の
名
が
な
い
の
は
そ
の
た
め

で
あ
る
。
宛
所
は
六
ヶ
所
で
、
「
町
触
」
と
「
家
来
触
」
は
そ
れ
ぞ
れ
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秋
田
藩
の
薔
士
を
対
象
に
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
点
に
つ
い

て
は
後
に
考
察
し
た
い
。
院
内
所
預
の
大
山
十
郎
と
大
館
給
人
へ
は
そ

れ
ぞ
れ
羽
州
街
道
の
南
と
北
の
玄
関
口
だ
っ
た
た
め
、
能
代
奉
行
へ
は

能
代
湊
に
お
け
る
遠
隔
地
と
の
交
流
の
た
め
で
、
い
ず
れ
も
他
藩
の
者

を
相
手
に
す
る
役
所
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
法
令
が
伝
達
さ
れ
た
。

ま
た
、
郡
奉
行
へ
は
領
内
の
百
姓
へ
指
示
す
る
た
め
に
伝
達
さ
れ
た
。

次
に
史
料
5
、
城
下
町
人
町
の
上
肴
町
で
は
「
支
配
所
江
可
申
渡

候
。
」
と
い
う
文
末
表
現
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
文
言
は
、
「
町
触
控
」

を
見
る
と
、
町
奉
行
か
ら
町
人
町
へ
、
ま
た
は
郡
奉
行
か
ら
村
々
へ
命

令
す
る
と
き
に
使
用
さ
れ
る
文
言
で
あ
る
。
伝
達
場
所
は
「
会
談
処
」

で
、
今
村
氏
に
よ
る
と
、
「
会
談
処
」
は
町
所
に
設
け
ら
れ
て
い
た
の
で
、

町
人
た
ち
は
い
つ
も
そ
こ
で
町
奉
行
配
下
の
役
人
と
連
絡
を
取
り
合
っ

(28) 

て
お
り
、
こ
の
法
令
も
そ
こ
で
伝
達
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
改
元
に
関
す
る
「
触
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
幕
府

と
藩
の
町
奉
行
か
ら
町
人
町
へ
伝
え
ら
れ
、
伝
達
場
所
も
町
奉
行
と

町
々
の
代
表
者
が
連
絡
を
取
り
合
う
場
所
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
の
一
方
で
史
料
4
の
「
町
触
控
」
を
見
る
と
、
そ
の
宛
所
は
大
山
十

郎
や
郡
奉
行
た
ち
で
、
「
支
配
有
之
面
々
は
其
方
江
も
可
被
申
渡
候
」

と
い
う
文
言
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
役
所
の
系
列
で
、
上
司
が
部
下

の
者
た
ち
に
向
け
て
触
の
内
容
を
伝
え
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
こ
の
「
触
」

を
伝
達
す
る
場
所
と
し
て
通
常
は
城
内
の
会
所
に
掲
示
さ
れ
た
の
だ
っ

た
。
し
た
が
っ
て
、
改
元
に
関
す
る
こ
の
「
触
」
は
、
ま
ず
第
一
に
藩

2

代
官
へ
の
指
令
と
「
町
触
」
に
つ
い
て

士
に
向
け
て
通
知
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

以
上
よ
り
、
「
町
触
控
」
に
は
幕
府
法
令
も
収
録
さ
れ
、
法
令
の
内

容
に
応
じ
て
、
ま
ず
は
関
係
す
る
藩
の
役
職
に
向
け
て
伝
え
ら
れ
た
こ

と
が
わ
か
る
。
「
町
触
控
」
は
そ
の
表
紙
に
記
さ
れ
る
文
言
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
触
の
宛
所
を
「
町
触
」
と
し
な
い
法
令
も
数
多
く
収
録
さ
れ

て
い
た
。
そ
し
て
、
改
元
の
よ
う
に
す
べ
て
の
領
民
に
知
ら
せ
る
べ
き

内
容
に
関
し
て
は
町
奉
行
を
通
し
て
久
保
田
城
下
の
町
人
町
へ
伝
え
ら

れ
、
ま
た
、
郡
奉
行
を
通
し
て
藩
領
の
村
々
に
伝
え
ら
れ
た
が
、
そ
れ

だ
け
で
は
な
く
藩
士
に
対
し
て
も
「
町
触
」
や
「
家
来
触
」
に
よ
っ
て

通
知
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。

前
節
で
は
、
幕
府
法
令
の
伝
達
を
例
に
、
「
町
触
控
」
に
収
録
さ
れ

る
法
令
に
は
必
ず
し
も
「
町
触
」
で
は
な
い
法
令
も
含
ま
れ
て
い
る
こ

と
を
指
摘
し
た
。
し
か
し
、
「
町
触
控
」
に
収
録
さ
れ
る
幕
府
法
令
は

決
し
て
多
く
は
な
い
。
そ
こ
で
、
秋
田
藩
が
独
自
に
発
布
し
た
藩
の
法

令
を
取
り
上
げ
て
、
そ
れ
は
誰
に
向
け
て
、
ど
の
よ
う
な
方
法
で
伝
達

さ
れ
た
の
か
、
そ
し
て
、
「
町
触
」
と
の
関
係
は
ど
う
な
る
の
か
、
こ

の
点
に
つ
い
て
迫
っ
て
み
た
い
。

【
史
料
応
i
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寛
政
七
年
卯
四
月
九
日
、
下
筋
・
仙
北
御
代
官
へ
被
仰
渡
、
左

之
通巽

仙
北
・
下
筋
御
百
姓
人
不
足
之
儀
は
於
各
も
委
曲
被
差
意
得
候
通
候

所
、
近
来
手
廻
引
連
欠
落
致
候
者
有
之
に
付
、
度
々
御
届
被
申
立
候
。

追
々
右
鉢
に
相
至
候
而
は
腿
業
之
差
障
に
相
成
候
儀
は
差
見
得
候
事

故
、
於
各
も
兼
而
吟
味
も
可
被
致
候
へ
共
、
尚
此
度
春
廻
在
之
上
は

村
方
厳
重
に
可
被
遂
吟
味
候
。
已
上
。

外
四
月

こ
の
史
料
は
、
寛
政
七
（
一
七
九
五
）
年
四
月
に
下
筋
代
官
・
仙
北

代
官
へ
宛
て
た
法
令
で
あ
る
。
下
筋
は
秋
田
郡
・
河
辺
郡
・
山
本
郡
の

北
部
三
郡
を
指
し
、
仙
北
は
仙
北
郡
・
雄
勝
郡
・
平
鹿
郡
の
南
部
三
郡

を
指
し
て
お
り
、
「
仙
北
・
下
筋
」
と
は
つ
ま
り
、
秋
田
藩
領
内
全
て

と
い
う
意
味
で
あ
る
。
代
官
は
寛
政
七
（
一
七
九
五
）
年
に
郡
奉
行
が

再
設
置
さ
れ
る
ま
で
、
在
方
の
村
々
を
統
轄
し
て
い
た
役
人
で
あ
る
。

秋
田
藩
で
は
代
官
が
農
作
業
が
始
ま
る
春
と
収
穫
が
終
わ
っ
た
秋
の
二

回
、
村
々
を
巡
回
し
て
村
の
様
子
を
見
る
だ
け
で
な
く
、
百
姓
た
ち
の

訴
え
な
ど
を
聞
く
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

領
内
の
百
姓
不
足
は
代
官
も
そ
の
詳
細
を
把
握
し
て
い
る
は
ず
だ

が
、
百
姓
が
家
族
や
奉
公
人
を
伴
っ
て
失
踪
す
る
こ
と
が
あ
り
、
代
官

が
藩
庁
へ
百
姓
の
失
踪
を
報
告
す
る
こ
と
も
度
々
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う

な
こ
と
が
続
け
ば
、
農
作
業
に
支
障
が
出
る
こ
と
は
間
違
い
な
く
、
さ

ら
に
藩
は
年
貢
収
納
に
も
多
大
な
影
響
が
出
る
と
懸
念
し
た
の
だ
ろ

う
。
百
姓
の
欠
落
に
つ
い
て
は
代
官
に
前
々
か
ら
調
査
す
る
よ
う
命
じ

て
い
た
が
、
今
春
の
村
々
へ
の
巡
回
を
利
用
し
て
、
百
姓
た
ち
が
失
踪

し
な
い
よ
う
に
、
よ
り
厳
重
に
調
査
す
る
よ
う
改
め
て
藩
は
命
じ
て
い

る。
こ
の
史
料
6
で
藩
が
統
制
し
よ
う
と
し
た
法
の
対
象
者
は
領
内
全
て

の
百
姓
で
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
村
方
を
対
象
と
し
た
法
令
だ
っ
た
。
だ

か
ら
こ
そ
、
こ
れ
は
代
官
に
向
け
て
通
達
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
「
町
触
控
」

に
は
こ
の
よ
う
な
「
町
触
」
で
は
な
い
法
令
が
多
数
見
ら
れ
、
そ
れ
は

藩
の
行
政
や
財
政
に
関
す
る
法
令
、
領
民
の
風
紀
に
関
す
る
法
令
、
人

相
書
な
ど
で
あ
り
、
内
容
は
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
。

【
史
料
た
『天

明
四
年
辰
八
月
四
日
、
被
仰
渡
左
之
通

去
作
非
常
之
凶
作
に
付
、
酒
造
必
止
と
被
相
禁
候
俵
は
一
統
相
心
得

候
通
に
候
所
、
当
作
毛
最
早
御
安
堵
に
付
、
例
年
之
通
酒
造
致
候
俄

御
構
無
之
旨
酒
屋
共
江
被
仰
渡
候
。
然
者
下
々
之
致
業
に
可
有
之
、

所
々
に
隠
酒
造
有
之
趣
粗
相
聞
得
候
。
外
町
は
勿
論
内
町
諸
士
屋
敷

た
り
と
も
怪
敷
儀
見
請
候
は
、
、
及
吟
味
候
様
に
廻
番
御
目
付
江
被

仰
渡
、
外
町
之
儀
は
酒
屋
格
年
井
仲
間
に
而
致
吟
味
候
様
に
申
渡
候

間
、
其
節
異
論
無
之
様
に
下
々
江
急
度
可
被
申
渡
候
。

右
之
趣
、
壱
町
井
支
配
有
之
面
々
は
其
方
へ
も
可
被
申
渡
候
。
以
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上。
八
月右

渡
所
左
之
通

町
触
三
拾
壱
通

但
、
町
宅
医
者
共

大
山
日
向
壱
通

梅
津
小
右
衛
門
壱
通

古
内
蔵
人
壱
通

寺
社
奉
行
壱
通

御
町
奉
行
壱
通

下
仙
北
御
代
官
弐
通

一
、
家
来
触

一
、
松
野
弥
五
郎
壱
通

一
、
渋
江
六
郎
壱
通

一
、
角
館
本
御
家
中
壱
通

一
、
能
代
奉
行
壱
通

一
、
御
本
方
奉
行
壱
通

こ
れ
は
、
天
明
四
（
一
七
八
四
）
年
八
月
に
出
さ
れ
た
、
酒
造
に
関

す
る
法
令
で
、
そ
の
宛
所
に
は
「
町
触
」
や
「
家
来
触
」
に
加
え
、
大

山
日
向
以
下
、
多
く
の
通
達
先
が
記
さ
れ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
天
明
の

飢
饉
で
全
国
的
に
凶
作
が
続
く
中
、
秋
田
藩
で
も
天
明
三
（
一
七
八
三
）

年
の
米
の
作
柄
が
非
常
に
悪
く
、
凶
作
と
な
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、

酒
造
が
厳
禁
と
な
り
、
そ
の
こ
と
は
「
一
統
相
心
得
候
」
と
、
領
内
全

て
の
者
に
法
令
の
趣
旨
が
浸
透
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、

天
明
四
年
に
な
る
と
米
の
作
柄
が
回
復
し
、
藩
も
安
心
で
き
る
状
態
に

な
っ
た
た
め
、
通
常
通
り
酒
造
を
許
可
す
る
こ
と
を
各
酒
蔵
へ
命
じ
て

い
る
。
こ
の
よ
う
に
凶
作
の
翌
年
に
酒
造
を
解
禁
し
た
の
は
、
酒
造
に

壱
通

関
わ
る
税
収
が
秋
田
藩
の
財
政
に
と
っ
て
重
要
な
位
骰
を
占
め
て
い
た

た
め
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
右
の
史
料
に
よ
れ
ば
、
武
家
奉
公
人
と
思
わ
れ
る

「
下
々
」
の
者
た
ち
が
あ
ち
こ
ち
で
隠
れ
て
酒
造
し
て
い
る
ら
し
い
の

で
、
藩
は
「
外
町
」
の
町
人
町
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
侍
町
の
「
諸
士

屋
敷
」
で
も
怪
し
い
と
思
っ
た
ら
廻
番
目
付
へ
調
査
す
る
よ
う
に
命
じ

て
い
る
。
秋
田
藩
の
家
格
は
、
一
門
・
引
渡
・
廻
座
・
一
騎
(
-
五

0

石
以
上
）
．
駄
雖
（
七

0
ま
た
は
九

0
石
以
上
）
・
不
肖
（
三

0
石
以
上
）
．

近
進
（
新
給
の
駄
輩
）
・
近
進
並
（
臨
時
登
用
者
）
と
決
め
ら
れ
て
い

(31)

（

32) 

た
。
「
諸
士
」
は
他
の
法
令
の
宛
所
に
、
「
無
役
引
渡
よ
り
諸
士
迄
」
と

見
ら
れ
る
よ
う
に
「
引
渡
」
と
は
区
別
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
「
諸
士
」

は
廻
座
以
下
で
近
進
並
以
上
の
家
格
を
指
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま

た
、
町
人
町
に
つ
い
て
は
、
酒
屋
格
年
及
び
酒
屋
仲
間
に
調
査
す
る
よ

う
命
じ
て
い
る
。
そ
し
て
、
調
査
に
当
た
っ
て
は
異
論
が
出
な
い
よ
う

に
、
武
家
奉
公
人
た
ち
へ
も
き
っ
く
命
じ
て
い
る
。

宛
所
は
①
「
町
触
」
、
②
「
家
来
触
」
と
③
大
山
日
向
、
松
野
弥
五
郎
、

梅
津
小
右
衛
門
、
渋
江
六
郎
、
古
内
蔵
人
、
「
角
館
本
御
家
中
」
、
寺
社

奉
行
、
能
代
奉
行
、
町
奉
行
、
御
本
方
奉
行
、
下
筋
・
仙
北
代
官
な
ど

に
、
分
け
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
ず
、
③
に
分
類
さ
れ
る
大
山
日
向
は
院
内
所
預
で
、
松
野
弥
五
郎

は
桧
山
の
、
梅
津
小
右
衛
門
は
角
間
川
の
、
渋
江
六
郎
は
刈
和
野
の
給

人
を
指
揮
す
る
組
親
で
あ
る
。
古
内
蔵
人
は
大
館
居
住
の
引
渡
で
、
や
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表 1 宛所に記される町触の通数とそれに対応する法令の数

通数 法令数 通数 法令数

1 1420 31 109 

2 4 32 19 

5 29 40 1 

6 1 41 26 

7 3 42 38 ， l 51 2 

15 2 52 1 

16 5 60 8 

17 7 61 1 

18 6 62 1 

19 58 72 5 

20 19 73 2 

21 1 74 1 

22 1 76 1 

26 1 ？ 8 

29 1 触流し 64 

30 65 計 1911 

は
り
組
下
持
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
「
角
館
本
御
家
中
」
は
、
江

戸
初
期
に
断
絶
し
た
芦
名
家
の
家
臣
で
、
そ
の
後
、
佐
竹
氏
の
直
臣
と

し
て
召
し
抱
え
ら
れ
た
者
た
ち
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
本
方
奉
行
は

秋
田
藩
の
財
政
を
担
う
役
職
で
あ
る
。
彼
ら
に
こ
の
法
令
が
通
達
さ
れ

た
の
は
、
こ
の
酒
造
解
禁
令
が
秋
田
羅
領
の
す
べ
て
に
関
わ
る
藩
の
重

要
政
策
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
で
次
に
、
①
の
「
町
触
」
に
つ
い
て
見
る
と
、
「
町
触
」
は
「

T

触
」
と
記
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
「
ち
ょ
う
ぶ
れ
」
と
呼
ば
れ
て
い
た

と
思
わ
れ
る
。
そ
の
「
町
触
」
が
ど
の
よ
う
に
各
町
へ
伝
達
さ
れ
た
の

か
、
こ
の
点
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。
史
料
7
で
は
、
町
宅
医
者
た
ち

も
含
め
た
三
一
通
の
「
町
触
」
が
発
行
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ

が
い
つ
も
三
一
通
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
「
町
触
控
」
全
二
八
六
三

の
法
令
の
う
ち
、
宛
所
に
「
一
、
町
触
何
通
」
と
い
う
記
載
が
含
ま

れ
る
の
は
一
九
―
一
の
法
令
だ
っ
た
。
表
1
は
、
そ
れ
に
関
し
て
「
町
触
」

の
通
数
ご
と
に
、
そ
れ
が
い
く
つ
あ
る
の
か
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
最
も
多
か
っ
た
の
は
、
「
一
、
町
触
壱
通
」
と
い
う
形
式
で
、

一
九
―
一
の
法
令
の
中
で
一
四
二

0
が
こ
の
形
だ
っ
た
。

「
町
触
」
の
通
数
が
多
い
の
は
、
七
四
通
、
七
六
通
で
、
そ
れ
は
寛

政
初
期
に
限
ら
れ
、
明
和
七
（
一
七
七

0
)
年
か
ら
天
明
六
（
一
七
八
六
）

年
前
後
ま
で
の
期
間
は
、
お
お
よ
そ
三

0
通
ほ
ど
の
数
と
な
っ
て
い
る
。

そ
の
中
で
五
0
通
を
超
え
る
例
は
二
二
回
あ
り
、
そ
の
内
容
は
財
政
関

係
や
、
将
軍
家
の
一
族
や
藩
主
一
族
な
ど
が
死
去
し
た
際
に
、
芸
能
興

行
や
普
請
な
ど
の
自
粛
を
命
じ
た
鳴
物
停
止
令
な
ど
が
ほ
と
ん
ど
だ
っ

こ。t
 明

和
七
年
か
ら
天
明
六
年
前
後
ま
で
で
頻
度
が
高
い
「
町
触
」
の
数

は
、
三
0
通
な
い
し
三
一
通
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
場
合
で
、
法
令
の

内
容
に
違
い
が
あ
る
の
か
比
較
し
て
み
た
が
、
ほ
と
ん
ど
が
類
似
し
て

い
て
、
大
き
な
違
い
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
続
く
寛
政
年
間
か

ら
文
化
年
間
ま
で
は
、
一
通
の
他
に
、
一
六
か
ら
一
八
通
の
「
町
触
」
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が
渡
さ
れ
て
い
た
。
触
の
内
容
は
、
ほ
と
ん
ど
が
財
政
関
係
で
、
学
館

建
立
や
服
装
に
関
す
る
法
令
も
あ
る
。
天
保
か
ら
弘
化
年
間
を
経
て
、

そ
れ
に
続
く
嘉
永
四
(
-
八
五
一
）
年
ま
で
に
つ
い
て
は
史
料
が
欠
落

し
て
い
る
所
が
あ
り
、
分
析
は
で
き
な
か
っ
た
。

以
上
か
ら
、
時
期
に
よ
り
「
町
触
」
の
通
数
が
大
き
く
違
っ
て
い
る

表2 「町触控」の宛所に記される久保田城下の侍町

手形本新町 土手長町上町 亀の町東土手町

手形休下町 土手長町中横町 亀の町西土手町

手形山手町 土手長町中町 亀の町西土手町末町

手形六日町 土手長町末町 亀の町南土手町

手形中町 古川堀端町 亀の町虎口

保戸野八丁 上長町 亀の町虎口堀端新町

保戸野愛宕町 中長町 田町

保戸野川端町 下長町 築地上東町

保戸野川端後町 東根小屋町 築地下束町

保戸野本町 西根小屋上町 楢山上本町（表裏御歩行町）

保戸野中町 西根小屋中町 中城

保戸野御諏訪町 西根小屋下町 鷹匠町

保戸野新町 土手谷地町 台所町

保戸野下中町 中谷地町 上中島本町

保戸野登表町
長野町

上中島中町

上中島土手町

こ
と
が
判
明
す
る
。
で
は
、
そ
れ
ら
の
「
町
触
」
が
触
れ
ら
れ
る
町
は

具
体
的
に
ど
こ
な
の
だ
ろ
う
か
。
表
2
に
は
「
町
触
控
」
の
宛
所
に
記

さ
れ
る
町
名
を
挙
げ
て
み
た
。
す
る
と
、
こ
れ
ら
は
み
な
久
保
田
城
下

の
「
内
町
」
、
つ
ま
り
武
士
の
居
住
す
る
町
だ
っ
た
。
「
町
触
」
通
数
の

最
大
は
七
六
通
だ
っ
た
が
、
侍
町
の
数
は
そ
れ
よ
り
も
多
か
っ
た
と
み

ら
れ
る
。
「
町
触
控
」
を
通
覧
す
る
と
、
「
町
々
組
合
に
而
三
拾
壱
通
」

の
よ
う
に
「
組
合
」
と
い
う
文
言
が
し
ば
し
ば
使
わ
れ
て
い
る
。
し
た

が
っ
て
、
侍
町
で
は
い
く
つ
か
の
町
ご
と
に
「
組
合
」
を
作
り
、
そ
の

数
だ
け
「
町
触
」
が
作
成
さ
れ
、
そ
の
書
付
が
伝
達
さ
れ
て
い
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
「
組
合
」
は
、
法
令
の
内
容
に
よ
っ
て
範
囲

が
変
わ
っ
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
、
具
体
的
に
何
を
基
準
に

「
町
触
」
の
数
が
決
め
ら
れ
て
い
た
の
か
、
い
ま
は
明
ら
か
に
で
き
な
い
。

ま
た
、
「
町
触
」
を
伝
え
る
に
は
す
で
に
高
橋
務
氏
が
指
摘
さ
れ
て

い
る
通
り
、
「
壱
町
役
」
と
称
す
る
者
一
人
、
ま
た
は
二
人
を
城
に
呼

び
出
し
て
伝
達
す
る
方
法
も
見
ら
れ
た
。
「
町
触
控
」
を
見
る
と
、
「
壱

町
役
」
は
各
侍
町
で
取
り
継
め
た
藩
へ
の
「
差
上
高
」
に
関
す
る
帳
面

(“) 

を
担
当
役
所
へ
提
出
す
る
役
割
も
担
っ
て
い
た
。
「
壱
町
役
」
は
各
町

の
代
表
者
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
藩
は
「
町
触
」
を
伝
達
す
る
に
あ
た
っ

て
、
彼
ら
を
城
内
の
広
間
や
評
定
所
へ
参
上
す
る
よ
う
に
「
催
促
」
し

た
り
、
「
呼
出
」
し
た
り
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
「
町
触
」
は
、

侍
町
に
結
成
さ
れ
た
「
組
合
」
を
基
に
、
「
壱
町
役
」
を
呼
び
出
し
て

伝
達
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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表
ー
に
は
、
「
触
流
」
と
い
う
文
言
も
見
ら
れ
る
。
「
触
流
」
と
い
う
と
、

(35) 

宇
佐
美
英
機
氏
の
近
世
前
期
京
都
に
お
け
る
研
究
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ

れ
ば
、
京
都
で
は
町
人
町
へ
触
を
伝
達
す
る
た
め
に
、
「
触
流
し
」
と

呼
ば
れ
る
町
人
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
そ

こ
で
、
近
世
後
期
、
秋
田
藩
に
お
け
る
「
触
流
」
と
は
ど
の
よ
う
な
伝

達
方
法
だ
っ
た
の
か
、
こ
の
点
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
「
町
触
控
」

に
お
い
て
、
「
触
流
」
は
全
二
八
六
三
の
法
令
の
内
、
一
四
一
の
法
令

で
見
ら
れ
、
明
和
八
（
一
七
七
一
）
年
か
ら
明
治
二
(
-
八
六
九
）
年

ま
で
長
い
期
間
に
わ
た
っ
て
用
い
ら
れ
た
伝
達
方
法
だ
っ
た
。
「
町
触

控
」
が
な
い
明
和
六
(
-
七
六
九
）
年
以
前
に
お
い
て
も
こ
の
伝
達
方

法
が
採
ら
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。

「
触
流
」
の
形
が
採
ら
れ
た
一
四
一
に
及
ぶ
法
令
を
見
る
と
、
そ
の

内
容
は
大
き
く
二
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
―
つ
は
、
将
軍
家
や

天
皇
家
、
藩
主
一
族
、
藩
の
家
老
を
務
め
た
者
な
ど
が
死
去
し
た
際
に
、

芸
能
興
行
や
普
請
な
ど
の
自
粛
を
命
じ
た
嗚
物
停
止
令
で
あ
る
。
も
う

―
つ
は
、
緊
急
事
案
や
祝
い
事
が
あ
っ
た
際
の
「
御
歓
御
帳
」
の
連
絡

な
ど
で
、
ど
ち
ら
も
共
に
通
常
の
「
町
触
」
よ
り
も
早
く
伝
達
す
る
必

要
性
が
あ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
飛
脚
に
よ
っ
て
、
江
戸
か
ら
伝

達
さ
れ
た
も
の
も
多
く
、
「
触
流
」
が
伝
達
の
早
さ
を
重
視
し
た
方
法

で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
点
も
、
高
橋
務
氏
が
す
で
に
指
摘
さ

れ
た
通
り
で
あ
る
。

「
触
流
」
に
よ
っ
て
「
町
触
」
が
伝
え
ら
れ
る
時
に
は
、
「
一
、
町

触
五
通
」
の
よ
う
に
、
文
化
年
間
ま
で
は
五
通
が
多
く
、
そ
れ
以
降

は
二

0
通
前
後
と
な
っ
て
い
る
。
五
通
の
場
合
は
、
手
形
・
保
戸
野
・

四
の
郭
内
の
町
々
•
五
の
郭
内
の
町
々
•
五
の
郭
外
東
側
と
い
う
よ
う

に
、
町
々
を
五
つ
の
区
画
に
分
け
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ

る
。
「
町
触
」
の
通
数
が
二

0
通
前
後
に
な
る
と
、
「
一
、
町
触
拾
九

(36) 

通
町
々
組
合
触
流
し
」
の
よ
う
に
「
組
合
」
の
文
言
が
多
く
見
ら
れ

る
。
侍
町
で
は
い
く
つ
か
の
町
を
合
わ
せ
て
―
つ
の
「
組
合
」
が
作
ら

れ
て
い
た
と
み
ら
れ
、
「
触
流
」
も
や
は
り
こ
の
「
組
合
」
を
単
位
と

し
て
法
令
の
伝
達
が
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

「
触
流
」
の
場
合
、
そ
こ
に
「
御
使
番
持
廻
触
流
し
」
と
い
う
文
言

が
記
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
旧
「
秋
田
懸
史
」
に
よ
る
と
、
使
番
は

三
五
人
お
り
、
城
内
の
用
所
に
詰
め
て
、
「
評
定
所
各
局
よ
り
家
士
に

発
送
す
る
公
用
書
簡
を
通
達
交
附
す
る
を
常
務
」
す
る
と
さ
れ
て
い

る
。
し
た
が
っ
て
、
「
御
使
番
持
廻
触
流
し
」
の
場
合
、
使
番
が
「
町

触
」
の
書
付
を
持
っ
て
、
そ
れ
を
担
当
す
る
町
々
へ
伝
え
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
使
番
が
一
っ
ひ
と
つ
の
町
を
回
っ
て
伝
達
し
た
の
か
、

そ
れ
と
も
「
組
合
」
で
定
め
た
、
町
内
会
所
の
よ
う
な
場
所
が
存
在
し

て
、
そ
こ
で
各
町
の
代
表
者
に
伝
達
し
た
の
か
。
ま
た
、
内
容
の
伝
達

に
つ
い
て
も
、
口
頭
で
指
示
を
伝
え
た
の
か
、
書
付
を
写
し
取
ら
せ
た

の
か
、
そ
れ
と
も
、
あ
る
町
に
渡
し
て
そ
こ
か
ら
廻
状
形
式
を
と
っ
た

の
か
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は
後
の

4
で
詳
し
く
考
え
た
い
。

し
か
し
、
こ
の
「
御
使
番
持
廻
触
流
し
」
と
い
う
文
言
が
使
用
さ
れ
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次
に
「
家
来
触
」
に
つ
い
て
取
り
上
げ
た
い
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
で

3
 
「
家
来
触
」
に
つ
い
て

る
の
は
享
和
三
(
-
八
0
三
）
年
ま
で
で
、
そ
れ
以
降
は
代
わ
っ
て
「
一
、

町
触
拾
九
通
町
々
組
合
触
流
し
」
の
よ
う
に
、
「
組
合
」
を
単
位

に
「
町
触
」
が
伝
達
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
鳴
物
停
止
令
や
藩
主
一
族

の
容
態
を
知
ら
せ
る
触
な
ど
で
こ
の
文
言
が
見
ら
れ
、
「
触
流
」
で
も

町
々
の
「
組
合
」
が
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
お

そ
ら
く
、
こ
の
「
組
合
」
の
中
で
、
廻
状
形
式
に
よ
っ
て
町
々
へ
の
「
触
」

が
伝
達
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

秋
田
藩
の
「
町
触
控
」
は
、
村
々
を
統
轄
す
る
代
官
に
向
け
た
指
令

な
ど
を
数
多
く
含
ん
で
い
た
。
そ
れ
と
共
に
た
く
さ
ん
の
「
町
触
」
を

収
録
し
て
お
り
、
そ
の
数
は
二
八
六
三
の
法
令
の
う
ち
一
九
―
一
で
、

全
体
の
六
割
強
が
こ
れ
に
当
た
る
。
そ
し
て
、
そ
の
「
町
触
」
は
久
保

田
の
侍
町
を
対
象
に
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
伝
達
に
は
、
侍
町
に

結
成
さ
れ
た
「
組
合
」
が
深
く
関
わ
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
「
壱
町
役
」

や
使
番
と
い
う
、
藩
か
ら
各
侍
町
へ
触
を
伝
え
る
役
を
担
っ
た
者
が
い

た
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
「
町
触
控
」
に
収
録
さ

れ
る
法
令
は
、
基
本
的
に
秋
田
藩
士
を
通
知
対
象
者
と
し
て
、
役
所
の

系
列
や
、
城
下
町
久
保
田
の
侍
町
を
通
し
て
通
達
さ
れ
た
法
令
だ
っ
た

と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

も
「
家
来
触
」
の
「
家
来
」
と
は
誰
を
指
す
の
か
、
こ
の
点
は
必
ず
し

も
明
確
に
は
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
「
家
来
」
と
い
っ
て
も
誰
か

ら
見
た
家
来
な
の
か
、
陪
臣
を
含
む
の
か
、
あ
る
い
は
秋
田
藩
士
の
中

で
も
、
ど
の
よ
う
な
人
々
が
「
家
来
触
」
の
通
達
先
と
な
っ
た
の
か
、

そ
し
て
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
伝
達
さ
れ
た
の
か
、
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い

て
考
え
た
い
。

【
史
料

5
-

寛
政
五
丑
年

□月
二
日
、
御
会
所
お
ゐ
て
御
張
出
を
以
被
仰
渡
、

左
之
通
。

当
十
七
日
御
学
校
論
語
御
講
釈
始
故
、
継
肩
衣
に
而
四
ッ
時
出
席
可

有
之
候
。
当
七
日
大
学
終
り
に
候
得
共
、
同
日
者
肩
衣
に
不
相
及
候
。

右
之
趣
、
壱
町
井
支
配
有
之
面
々
は
其
方
江
も
可
被
申
渡
候
。
已
上
。

二
月渡

所
左
之
通

一
、
町
触
壱
通

こ
れ
は
、
寛
政
五
（
一
七
九
三
）
年
二
月
に
出
さ
れ
た
論
語
の
講
釈

に
つ
い
て
の
法
令
で
あ
る
。
「
御
学
校
」
は
、
こ
の
年
の
八
月
に
創
設

さ
れ
る
学
館
の
前
身
と
み
ら
れ
、
寛
政
四
（
一
七
九
二
）
年
七
月
に
創

設
さ
れ
た
。
右
の
史
料
で
は
、
二
月
十
七
日
に
論
語
の
講
釈
が
あ
る
た

め
、
上
下
別
地
の
継
神
を
着
用
し
、
四
ッ
時
（
九
時
ー
十
一
時
の
間
）

に
講
釈
へ
出
席
す
る
よ
う
指
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
二
月
七
日
に
大
学
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の
講
釈
が
終
わ
る
が
、
そ
の
日
は
神
で
な
く
て
も
よ
い
と
し
て
い
る
。

【
史
料
9
-

党
政
六
年
寅
七
月
二
日
、
御
会
処
に
お
い
て
御
張
出
を
以
被
仰

渡
、
左
之
通

祭
酒
御
講
釈
、
七
月
七
日
節
句
に
付
休
日
に
相
成
候
。
同
十
七
日

定
刻
よ
り
出
席
可
被
致
候
。

一
、
文
学
・
助
教
右
両
人
廻
在
御
用
被
仰
付
候
故
、
当
分
御
講
釈
休

日
に
相
成
候
。
両
人
帰
府
之
上
御
講
日
追
而
可
被
仰
渡
候
。
此
旨

可
被
相
心
得
候
。

右
之
趣
、
壱
町
井
支
配
有
之
面
々
は
其
方
へ
も
可
被
申
渡
候
。
以

上。
七
月渡

所
左
之
通

一
、
町
触
壱
通

一
、
家
来
触
壱
通

こ
の
史
料
は
、
寛
政
六
（
一
七
九
四
）
年
七
月
に
出
さ
れ
た
法
令
で

あ
る
。
祭
酒
に
よ
る
講
釈
が
七
月
七
日
の
節
句
の
た
め
に
休
日
と
な
っ

た
の
で
、
七
月
十
七
日
に
時
間
通
り
に
出
席
す
る
よ
う
指
示
し
て
い
る
。

ま
た
、
文
学
及
ぴ
助
教
の
二
人
が
在
方
へ
の
御
用
を
命
じ
ら
れ
た
た
め
、

当
分
の
間
、
講
義
は
休
講
と
な
り
、
久
保
田
へ
帰
っ
て
き
て
か
ら
講
日

を
決
め
る
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。

但
在
々
は
除
く

史
料
8
は
宛
所
に
「
一
、
町
触
壱
通
」
と
あ
る
だ
け
で
、
こ
の
触

は
他
に
向
け
て
は
一
切
伝
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ

う
に
「
町
触
」
単
独
で
触
れ
ら
れ
る
例
は
非
常
に
少
な
い
。
「
町
触
控
」

を
通
覧
す
る
と
、
史
料
9
の
よ
う
に
、
「
町
触
」
と
「
家
来
触
」
が
セ
ッ

ト
で
一
緒
に
触
れ
ら
れ
た
り
、
あ
る
い
は
法
令
の
内
容
に
応
じ
て
関
係

す
る
役
職
の
者
た
ち
と
一
緒
に
、
「
町
触
」
が
伝
え
ら
れ
る
形
式
が
、

ほ
と
ん
ど
だ
っ
た
。
そ
こ
で
、
宛
所
に
、
「
町
触
」
と
「
家
来
触
」
が
セ
ッ

ト
で
発
令
さ
れ
る
他
の
法
令
を
取
り
上
げ
て
、
「
家
来
触
」
の
伝
達
先

と
そ
こ
で
の
「
家
来
」
と
は
誰
を
指
す
の
か
、
こ
の
点
に
つ
い
て
考
え

て
み
よ
う
。

【
史
料
地

於
御
学
館
御
講
釈
有
之
候
段
被
仰
渡
候
事

当
月
十
三
日
文
学
小
川
岡
之
丞
論
語
、
同
十
八
日
助
教
志
賀
恭
蔵
孟

子
、
同
廿
二
日
助
教
平
元
貞
治
詩
経
御
講
釈
初
有
之
候
間
、
聴
聞
之

面
々
麻
上
下
、
又
者
継
肩
衣
着
用
、
五
ッ
時
可
罷
出
候
。

一
、
来
月
よ
り
二
日
小
川
岡
之
丞
、
十
二
日
志
賀
恭
蔵
、
廿
二
日
平
元

貞
治
月
並
御
講
被
居
置
候
間
、
此
旨
可
被
相
心
得
候
。

右
之
趣
、
壱
町
井
支
配
有
之
面
々
は
其
方
江
も
可
被
申
渡
候
。
以

上。
正
月
子
時
安
政
五
午
年
正
月
九
日

渡
所
町
触
・
家
来
触

家
来
触
名
前
左
之
通
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佐
竹
英
千
代

中
安
内
蔵

渋
江
左
膳

今
宮
徳
千
代

小
野
岡
右
衛
門

石
塚
源
一
郎

渋
江
内
膳

宇
都
宮
帯
刀

寺
崎
藤
九
郎

石
塚
孫
太
夫

古
内
茂
右
衛
門

塩
谷
弥
太
郎

須
田
内
記

小
鷹
狩
源
太

こ
の
史
料
は
、
安
政
五
(
-
八
五
八
）
年
正
月
に
出
さ
れ
た
、
学
館

に
お
け
る
講
釈
に
つ
い
て
の
法
令
で
あ
る
。
宛
所
は
侍
町
へ
の
「
町
触
」

と
「
家
来
触
」
で
、
「
家
来
触
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
伝
達
先
の
名
前

が
実
際
に
列
記
さ
れ
て
い
る
。
原
典
を
確
認
す
る
と
、
こ
の
者
た
ち
は

横
一
列
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、
「
秋
田
藩
町
触
集
」
は
二
段
に
組
ん
で

お
り
、
こ
こ
で
は
そ
れ
に
従
っ
た
。
対
象
者
の
名
前
を
上
か
ら
下
へ
読

む
と
、
本
来
の
順
番
と
な
る
。

正
月
十
三
日
に
文
学
小
川
岡
之
丞
の
論
語
、
十
八
日
に
助
教
志
賀
恭

蔵
の
孟
子
、
二
十
二
日
に
助
教
平
元
貞
治
の
詩
経
の
講
釈
が
初
め
て
行

わ
れ
る
。
開
講
に
あ
た
り
、
聴
講
を
希
望
す
る
者
は
、
上
下
と
も
麻
地

の
枠
、
ま
た
は
上
下
別
地
の
継
枠
を
着
用
し
て
、
五
ッ
時
（
七
時
ー
九

時
の
間
）
に
学
館
へ
出
席
す
る
よ
う
指
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
来
月
の

二
月
か
ら
は
毎
月
二
日
に
小
川
、
十
二
日
に
志
賀
、
．
二
十
二
日
に
平
元

が
そ
れ
ぞ
れ
講
釈
を
す
る
こ
と
も
伝
え
て
い
る
。

こ
の
法
令
で
は
「
家
来
触
」
が
通
知
さ
れ
る
対
象
者
は
一
四
名
で
、

東
家
の
佐
竹
英
千
代
・
家
老
の
宇
都
宮
帯
刀
・
中
安
内
蔵
・
寺
崎
藤
九
郎
・

渋
江
左
膳
、
引
渡
衆
の
石
塚
孫
太
夫
・
今
宮
徳
千
代
・
古
内
茂
右
衛
門
・

小
野
岡
右
衛
門
・
塩
谷
弥
太
郎
・
石
塚
源
一
郎
、
廻
座
衆
の
須
田
内
記
・

渋
江
内
膳
・
小
鷹
狩
源
太
ら
の
名
前
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
内
、

渋
江
・
小
鷹
狩
は
組
下
を
抱
え
る
組
親
で
あ
る
。
ま
た
、
引
渡
衆
は
基

本
的
に
一
氏
一
人
で
あ
る
が
、
石
塚
氏
は
孫
太
夫
と
源
一
郎
の
二
人
の

名
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
孫
太
夫
が
前
年
の
安
政
四
(
-
八
五
七
）

年
十
二
月
ま
で
家
老
を
務
め
て
い
た
こ
と
と
、
源
一
郎
が
御
相
手
番
を

務
め
て
い
た
こ
と
が
関
わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
こ
の
史
料
10
で
は
「
町
触
」
も
「
家
来
触
」
も
そ
れ
ぞ
れ
何

通
作
成
さ
れ
た
の
か
記
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
お
そ
ら
く

史
料
9
と
同
じ
く
各
一
通
ず
つ
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

4
で
後
述
す

る
よ
う
に
、
少
な
く
と
も
「
町
触
」
に
関
し
て
は
天
明
六
（
一
七
八
六
）

年
以
来
、
会
所
に
張
り
出
さ
れ
る
だ
け
の
一
通
に
な
っ
て
い
た
。
な
ら

ば
、
「
家
来
触
」
は
ど
の
よ
う
に
し
て
通
知
先
に
知
ら
さ
れ
た
の
だ
ろ

、。
っヽカ

(
2
)
 

【
史
料
111

当
月
八
日
、
公
方
様
塊
御
に
付
、
鳴
物
・
普
請
停
止
之
義
被
仰

渡
候
事

覚

公
方
様
当
月
八
日
党
御
之
段
御
飛
脚
に
申
来
候
。
嗚
物
・
諸
普
請
被
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佐
竹
虎
菊

佐
竹
三
郎

宇
都
宮
帯
刀

中
安
内
蔵

佐
竹
英
千
代

佐
竹
近
江

小
野
岡
右
衛
門

寺
崎
藤
九
郎

停
止
候
。
右
に
付
御
家
中
之
面
々
、
月
代
追
而
御
左
右
有
之
迄
剃
申

間
鋪
候
。

一
、
朔
望
御
礼
之
儀
は
追
而
可
被
仰
渡
候
。

一
、
武
芸
之
儀
追
而
被
仰
渡
候
迄
被
停
止
候
。

一
、
此
節
之
俄
候
間
、
火
之
本
要
心
入
念
可
申
付
候
。
猶
下
々
に
至

迄
諸
事
相
慎
候
様
急
度
可
被
申
付
候
。

右
之
趣
、
壱
町
井
支
配
有
之
面
々
は
其
方
へ
も
可
〔

以
上
。八

月

家
来
屋
し
き
番
誰
頼
は
於
御
評
定
所
被
仰
渡

候。

右
之
趣
被
相
心
得
、
廻
座
有
之
所
は
其
方
へ
も
可
被
申
伝
、
横
手
は

高
屋
五
左
衛
門
・
山
県
兵
庫
へ
も
可
被
申
伝
候
。
猶
組
下
有
之
賊
は

其
方
へ
も
可
被
申
伝
候
。
以
口
。

八
月

子
時
安
政
五
年
午
八
月
十
七
日

御
触
流
を
以
被
仰
渡
候
。

渡
所
左
之
通

一
、
町
触
拾

□通

一
、
家
来
触
壱
通

〕。

渋

江

左

膳

戸

村

十

太

夫

多

賀

谷

長

門

茂

木

治

千

代

今

宮

徳

千

代

古

内

茂

右

衛

門

石

塚

源

一

郎

塩

谷

弥

太

郎

岡

本

但

馬

須

田

内

記

渋

江

内

膳

小

鷹

狩

源

太

松

野

弥

五

郎

梅

津

亀

松

一

、

能

代

奉

行

壱

通

一

、

郡

奉

行

壱

通

一

、

御

勘

定

奉

行

壱

通

一

、

町

奉

行

壱

通

一

、

銅

山

奉

行

壱

通

一

、

御

学

館

方

壱

通

一

、

寺

社

方

壱

通

一

、

在

々

住

居

壱

通

一
、
角
館
年
番
壱
通
御
副
役
よ
り
町
送
を
以
申
達

一
、
院
内
壱
通
宿
継
を
以
申
達

右
の
史
料
は
、
安
政
五
(
-
八
五
八
）
年
八
月
に
出
さ
れ
た
鳴
物
停

止
令
で
あ
る
。
八
月
八
日
に
一
三
代
将
軍
徳
川
家
定
が
郎
死
去
し
た
、
と

い
う
一
報
が
江
戸
か
ら
の
飛
脚
に
よ
っ
て
、
久
保
田
に
伝
え
ら
れ
た
。

そ
こ
で
藩
は
す
ぐ
さ
ま
芸
能
興
行
や
諸
普
請
の
自
粛
を
命
じ
て
い
る
。

ま
た
、
指
示
が
出
る
ま
で
、
月
代
を
剃
ら
な
い
よ
う
に
と
も
命
じ
て
い

る
。
月
代
は
、
男
性
の
額
か
ら
頭
頂
部
に
か
け
て
頭
髪
を
剃
っ
た
部
分

の
こ
と
を
い
う
。
喪
に
服
す
と
い
う
意
味
で
月
代
を
剃
ら
な
い
よ
う
に

し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
「
朔
望
御
礼
」
は
、
毎
月
一
日
・
十
五
日
に
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藩
士
が
藩
主
へ
御
礼
を
申
し
述
べ
る
條
礼
で
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
日

指
示
す
る
と
し
、
武
芸
の
稽
古
は
指
示
が
出
る
ま
で
禁
止
さ
れ
て
い
る
。

喪
中
の
期
間
は
、
火
の
取
り
扱
い
に
注
意
す
る
様
、
入
念
に
命
じ
、
武

家
奉
公
人
を
含
め
た
す
べ
て
の
者
た
ち
に
、
静
か
に
喪
に
服
す
よ
う
厳

し
く
命
じ
て
い
る
。

こ
の
と
き
、
侍
町
に
は
「
町
触
」
の
触
流
の
方
法
に
よ
り
、
十
何
通

か
の
書
付
が
渡
さ
れ
た
。
そ
し
て
「
家
来
触
」
以
外
の
他
の
役
職
へ
の

宛
所
を
見
る
と
、
後
半
に
一
っ
書
き
で
記
さ
れ
た
能
代
奉
行
・
郡
奉
行
・

勘
定
奉
行
•
町
奉
行
・
銅
山
奉
行
・
御
学
館
方
・
寺
社
方
・
在
々
住
居
·

角
館
年
番
・
院
内
と
な
っ
て
い
る
。
銅
山
奉
行
は
秋
田
藩
内
の
銅
山
を

管
轄
す
る
奉
行
で
、
「
在
々
住
居
」
と
あ
る
の
は
、
城
代
や
所
預
が
治

め
る
在
方
町
以
外
に
、
岩
瀬
や
沼
館
な
ど
の
村
方
に
居
住
し
た
ま
ま
給

人
の
格
式
を
認
め
ら
れ
た
藩
士
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
佐
竹
虎
菊
以
下
の
「
家
来
触
」
が
通
達
さ
れ
る
者
た
ち
に
注

目
す
る
と
、
そ
の
文
末
は
「
町
触
」
に
記
さ
れ
る
「
壱
町
井
支
配
有
之

面
々
は
其
方
江
も
可
被
申
渡
候
」
と
は
異
な
っ
て
、
「
右
之
趣
被
相
心
得
、

廻
座
有
之
所
は
其
方
へ
も
可
被
申
伝
、
横
手
は
高
屋
五
左
衛
門
・
山
県

兵
庫
へ
も
可
被
申
伝
候
。
猶
組
下
有
之
雖
は
其
方
へ
も
可
被
申
伝
候
。

以
口
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
法
令
の
内
容
を
よ
く
心
得
た
上

で
、
廻
座
家
格
が
い
る
な
ら
ば
、
そ
の
者
に
も
伝
え
よ
、
横
手
に
つ
い

て
は
横
手
物
頭
の
高
屋
五
左
衛
門
・
山
県
兵
庫
へ
も
伝
え
る
よ
う
に
と

命
じ
て
い
る
。
ま
た
、
組
親
の
者
は
組
下
給
人
た
ち
へ
も
命
じ
る
よ
う

に
指
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
と
き
の
「
家
来
触
」
の
通
知
先
は
二
二
名
で
、
そ
れ
を
主
に
家

格
の
観
点
か
ら
見
る
と
苗
字
衆
・
家
老
・
引
渡
衆
・
廻
座
衆
、
そ
し
て

組
下
持
の
組
親
と
分
け
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
苗
字
衆
は
、
佐
竹

虎
菊
（
北
家
）
•
佐
竹
英
千
代
（
東
家
）
•
佐
竹
三
郎
（
南
家
）
•
佐
竹

近
江
（
西
家
）
で
あ
る
。
家
老
は
、
宇
都
宮
帯
刀
・
小
野
岡
右
衛
門
・

(43) 

中
安
内
蔵
・
寺
崎
藤
九
郎
・
渋
江
左
膳
の
五
人
で
あ
る
。
引
渡
衆
は
戸

村
十
太
夫
・
多
賀
谷
長
門
・
茂
木
治
千
代
・
今
宮
徳
千
代
・
古
内
茂
右

衛
門
・
石
塚
源
一
郎
・
塩
谷
弥
太
郎
・
岡
本
但
馬
の
八
人
で
あ
る
。
廻

座
衆
は
、
須
田
内
記
・
渋
江
内
膳
・
小
鷹
狩
源
太
•
松
野
弥
五
郎
・
梅

津
小
太
郎
の
五
人
で
、
渋
江
・
小
鷹
狩
・
松
野
・
梅
津
は
組
親
だ
っ
た
。
「
渋

江
和
光
日
記
j

に
よ
る
と
、
小
鷹
狩
氏
は
文
政
十
(
-
八
二
七
）
年
八

(“) 

月
か
ら
向
氏
を
改
め
、
小
鷹
狩
を
称
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
「
家
来
触
」
の
伝
達
先
の
名
前
が
実
際
に
記
さ
れ
る

例
は
、
「
町
触
控
」
全
体
で
一
〇
六
の
法
令
で
あ
っ
た
。
そ
の
際
に
「
家

来
触
」
は
、
①
「
屋
敷
番
誰
頼
」
を
介
さ
な
い
場
合
と
、
②
「
屋
敷
番

誰
頼
」
を
介
し
た
場
合
の
二
つ
の
方
法
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
た

と
え
ば
、
史
料
11
に
は
「
家
来
屋
し
き
番
誰
頼
は
於
御
評
定
所
被
仰
渡

候
」
と
あ
っ
て
、
②
に
当
た
る
。
そ
こ
で
、
「
家
来
触
」
の
伝
達
先
に

関
し
て
、
そ
の
者
た
ち
を
家
格
、
役
職
、
居
住
地
の
観
点
か
ら
分
類
す

る
と
表
3
の
よ
う
に
な
る
。

①
「
屋
敷
番
誰
頼
」
を
介
さ
な
い
伝
達
方
法
の
「
家
来
触
」
は
、
通
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表3 「家来触」の伝達先

② ① 

在々住居 久住保居田

西家家南北家 棗
．．．．．． 

［ 館城代大所湯沢預館所角預

大^山茂木・・多賀谷村戸・・ 月
所堕起内腐預諄胤預蒋

乱
t 

組持下家老上藩制

組親II 重役の衆 暑

知
先
の
名
前
が
記
さ
れ
た
一
〇
六
の
う
ち
、
四

0
の
法
令
が
こ
れ
に
該

当
し
、
そ
こ
に
は
「
屋
敷
番
誰
頼
除
之
」
と
い
う
文
言
も
記
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
内
容
は
、
藩
校
に
関
連
し
た
法
令
、
町
奉
行
の
交
代
に
伴
う

夜
中
の
通
行
許
可
証
の
交
換
に
つ
い
て
、
流
行
病
へ
の
処
方
、
久
保
田

城
下
の
内
町
で
の
五
月
節
句
や
盆
中
行
事
に
お
け
る
注
意
・
禁
止
事
項
、

藩
主
一
族
の
法
事
な
ど
で
あ
り
、
史
料
10
が
こ
こ
に
含
ま
れ
る
。

こ
の
①
に
分
類
さ
れ
る
「
家
来
触
」
の
伝
達
先
と
し
て
名
前
が
挙
げ

ら
れ
る
の
は
一
五
名
前
後
で
、
彼
ら
は
い
ず
れ
も
久
保
田
城
下
に
居
住

す
る
者
た
ち
だ
っ
た
。
そ
れ
を
家
格
の
点
か
ら
見
る
と
、
主
に
苗
字
衆
・

引
渡
衆
・
廻
座
衆
の
三
つ
で
、
苗
字
衆
は
、
四
家
の
中
で
久
保
田
城
下

に
住
む
佐
竹
東
家
の
み
で
あ
る
。
引
渡
衆
は
、
家
老
を
務
め
る
者
と
引

渡
家
格
の
大
半
の
者
が
該
当
す
る
。
廻
座
衆
は
、
家
老
を
務
め
る
者
、

藩
制
上
の
役
職
に
就
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
者
、
そ
れ
に
組
下
持
の
組

親
が
こ
れ
に
該
当
す
る
。

組
下
持
は
、
渋
江
・
梅
津
・
小
鷹
狩
の
三
氏
で
、
必
ず
し
も
三
氏
全

て
が
記
さ
れ
る
と
は
限
ら
ず
、
一
氏
の
み
、
ま
た
は
二
氏
が
記
さ
れ
る

場
合
も
あ
る
。
宛
所
に
記
さ
れ
る
者
た
ち
の
順
番
は
、
大
体
が
東
家
・

家
老
・
引
渡
衆
・
廻
座
衆
・
組
下
持
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
享
和

三
(
-
八

0
三
）
年
か
ら
天
保
八
(
-
八
三
七
）
年
ま
で
の
―
一
の
例

に
つ
い
て
は
、
東
家
・
家
老
・
引
渡
衆
・
廻
座
衆
・
組
下
持
の
後
に
、

一
部
の
引
渡
が
記
さ
れ
て
い
る
。
組
下
持
の
次
に
記
さ
れ
る
引
渡
の

面
々
は
、
そ
の
法
令
が
出
さ
れ
た
時
点
で
無
役
だ
っ
た
者
た
ち
を
指
し

(45) 

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
に
述
べ
た
者
た
ち
は
、
み
な
表
3
の
久

保
田
居
住
に
分
類
さ
れ
る
者
た
ち
だ
っ
た
。

次
に
、
②
「
屋
敷
番
誰
頼
」
を
介
し
た
伝
達
方
法
を
と
る
「
家
来
触
」

は
、
通
達
先
の
名
前
が
列
記
さ
れ
る
残
り
の
六
六
の
法
令
で
、
そ
の
内

容
は
、
将
軍
や
藩
主
一
族
な
ど
の
死
去
に
際
す
る
嗚
物
停
止
令
や
御
祝

い
ご
と
へ
の
記
帳
指
示
、
財
政
関
係
な
ど
、
藩
の
重
要
政
策
や
全
秋
田

藩
士
が
関
わ
る
も
の
で
、
史
料
11
も
こ
れ
に
該
当
す
る
。

年
代
で
見
る
と
、
明
和
七
（
一
七
七

0
)
年
か
ら
天
明
五
（
一
七
八
五
）

年
に
か
け
て
は
「
家
来
触
」
の
伝
達
先
は
八
名
の
み
だ
っ
た
。
角
館
所

預
の
佐
竹
北
家
、
湯
沢
所
預
の
佐
竹
南
家
、
大
館
城
代
の
佐
竹
西
家
、

横
手
城
代
の
戸
村
氏
、
桧
山
所
預
の
多
賀
谷
氏
、
十
二
所
所
預
の
茂
木

氏
、
そ
れ
に
月
番
家
老
と
思
わ
れ
る
家
老
二
名
の
名
前
が
記
さ
れ
て
い

る。
そ
れ
が
寛
政
十
二
(
-
八

0
0
)
年
以
降
に
な
る
と
、
記
さ
れ
る
伝

達
先
が
増
え
、
二

0
名
か
ら
二
四
名
と
な
る
。
苗
字
衆
は
、
角
館
の
北
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家
、
湯
沢
の
南
家
、
大
館
の
西
家
、
そ
し
て
久
保
田
居
住
の
東
家
と
四

家
全
て
が
該
当
す
る
。
引
渡
衆
は
、
城
代
の
戸
村
氏
、
所
預
の
多
賀
谷
氏
・

茂
木
氏
、
そ
れ
に
家
老
を
務
め
る
者
と
そ
の
他
久
保
田
居
住
の
者
た
ち

が
列
記
さ
れ
る
。
院
内
所
預
の
大
山
氏
も
引
渡
家
格
で
あ
る
が
、
多
く

は
宿
か
ら
宿
へ
と
触
を
伝
え
る
宿
継
に
よ
っ
て
法
令
が
伝
達
さ
れ
た
の

で
、
表
3
の
分
類
か
ら
は
除
い
て
考
え
た
い
。
廻
座
衆
は
家
老
を
務
め

る
者
と
藩
制
上
の
重
要
な
役
職
に
就
い
て
い
る
者
、
そ
れ
に
組
下
持
の

組
親
が
こ
れ
に
該
当
す
る
。
組
下
持
は
、
松
野
・
渋
江
・
梅
津
・
小
鷹

狩
氏
の
四
氏
で
、
安
政
二
(
-
八
五
五
）
年
以
降
は
廻
座
衆
末
尾
の
者

か
ら
若
干
の
間
隔
を
あ
け
て
記
さ
る
場
合
が
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら

の
宛
所
に
あ
げ
ら
れ
る
者
た
ち
は
、
苗
字
衆
・
家
老
・
城
代
・
所
預
．

引
渡
衆
・
廻
座
衆
・
組
下
持
と
い
う
順
番
に
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
①
と
②
に
分
類
し
て
み
る
と
、
「
家
来
触
」
は
久
保

田
城
下
に
居
住
し
て
い
な
い
城
代
・
所
預
に
は
「
屋
敷
番
誰
頼
」
と
い

う
形
で
伝
達
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
ま
た
、
「
一
、
在
々

(46) 

御
苗
字
井
御
処
預
江
は
家
来
屋
敷
番
、
組
下
持
江
は
誰
頼
催
足
」
と
い

う
よ
う
に
記
さ
れ
る
例
も
あ
る
。
こ
れ
ら
か
ら
、
角
館
所
預
の
佐
竹
北

家
、
湯
沢
所
預
の
佐
竹
南
家
、
大
館
城
代
の
佐
竹
西
家
、
横
手
城
代
の

戸
村
氏
、
桧
山
所
預
の
多
賀
谷
氏
、
十
二
所
所
預
の
茂
木
氏
へ
は
「
家

来
屋
敷
番
」
に
よ
っ
て
法
令
が
伝
達
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
城

代
や
所
預
は
久
保
田
城
下
に
屋
敷
を
与
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
詰
め

て
い
る
「
屋
敷
番
」
が
藩
庁
よ
り
法
令
の
伝
達
を
受
け
、
そ
れ
を
屋
敷

「
町
触
」
と
「
触
流
」
は
、
ど
ち
ら
も
久
保
田
城
下
の
侍
町
に
結
成

4
 
「
町
触
」
の
伝
達
方
式
の
変
化

の
主
へ
と
伝
え
て
い
た
の
だ
っ
た
。

そ
し
て
、
桧
山
の
組
下
給
人
を
従
え
る
松
野
氏
を
は
じ
め
、
刈
和
野

の
渋
江
氏
、
角
間
川
の
梅
津
氏
、
横
手
の
小
鷹
狩
（
向
）
氏
ら
久
保
田

居
住
の
組
親
た
ち
は
、
「
誰
頼
」
、
す
な
わ
ち
そ
の
配
下
の
者
に
頼
ん
で

現
地
に
暮
ら
す
組
下
給
人
た
ち
に
法
令
を
伝
達
し
て
い
た
の
だ
っ
た
。

た
だ
し
、
渋
江
・
梅
津
・
小
鷹
狩
の
三
氏
は
、
「
屋
敷
番
誰
頼
」
を
介

さ
な
い
①
に
該
当
す
る
こ
と
も
あ
る
が
、
そ
の
時
は
藩
制
上
の
役
職
に

就
い
て
い
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。

以
上
よ
り
、
「
家
来
触
」
は
、
家
格
で
は
苗
字
衆
・
引
渡
衆
・
廻
座
衆
が
、

役
職
で
は
城
代
・
所
預
や
家
老
、
藩
制
上
の
役
職
者
が
、
そ
し
て
組
下

持
の
組
親
が
そ
れ
ぞ
れ
触
の
受
け
手
と
な
っ
て
、
配
下
の
者
た
ち
へ
そ

の
法
令
を
伝
達
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
配

下
の
者
た
ち
と
は
、
久
保
田
に
居
住
し
な
い
秋
田
藩
の
直
臣
で
、
「
家

来
触
」
の
指
す
「
家
来
」
と
は
、
い
わ
ゆ
る
在
々
給
人
だ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
秋
田
藩
は
久
保
田
の
城
下
士
に
法
令
や
藩
の
政
策

を
通
知
す
る
と
き
に
は
「
町
触
」
を
も
っ
て
通
達
し
、
藩
領
全
て
の
直

臣
一
同
に
こ
れ
ら
を
知
ら
せ
徹
底
さ
せ
る
場
合
に
は
「
町
触
」
と
「
家

来
触
」
を
セ
ッ
ト
で
同
時
に
発
令
し
た
の
だ
っ
た
。
。

- 82 -

Akita University



さ
れ
た
「
組
合
」
を
単
位
に
、
使
番
が
そ
こ
に
「
町
触
」
の
発
令
を
伝

え
て
い
た
。
そ
し
て
、
侍
町
へ
渡
さ
れ
る
「
町
触
」
の
書
付
数
を
見
る

と
、
天
明
七
（
一
七
八
七
）
年
を
境
に
、
そ
れ
以
降
は
「
一
、
町
触

壱
通
」
と
記
さ
れ
る
例
が
急
増
す
る
。
す
な
わ
ち
、
「
町
触
」
の
書
付

が
一
通
し
か
作
成
さ
れ
ず
、
「
町
触
」
の
伝
達
方
法
に
何
か
変
化
が
あ
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
こ
で
次
に
、
「
町
触
」
の
伝
達
方
法
が
ど
の
よ

う
に
変
化
し
た
の
か
、
ま
た
、
そ
の
背
景
に
は
何
が
あ
っ
た
の
か
、
こ

の
点
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

【
史
料
地

天
明
六
年
午
五
月
二
日
、
被
仰
渡
左
之
通

町
触
を
以
被
仰
渡
候
俄
、
此
度
よ
り
被
相
改
、
都
而
被
仰
渡
候
義
は

御
会
所
江
御
張
出
被
成
、
其
節
町
々
江
御
使
番
を
以
被
相
触
候
間
、

壱
人
宛
罷
出
、
右
書
付
写
取
、
町
内
井
支
配
有
之
面
々
は
其
方
江
も

可
被
申
渡
候
。

但
、
差
掛
候
被
仰
渡
は
町
々
江
御
触
流
被
成
候
間
、
右
之
趣
町
内
井

支
配
江
も
可
被
申
渡
候
。
若
事
長
き
御
触
に
候
は
、
、
御
触
流
之
上
、

翌
日
御
会
所
江
御
張
出
も
可
被
成
置
候
間
、
是
又
写
取
可
被
申
渡
候
。

（
中
略
）

右
之
趣
此
度
御
吟
味
を
以
被
相
改
候
間
、
此
旨
相
心
得
、
壱
町
井
支

配
有
之
面
々
は
其
方
江
も
可
被
申
渡
候
。
以
上
。

五
月右

渡
処
左
之
通

一
、
町
触
三
拾
通

一
、
家
来
触
壱
通

一
、
梅
津
小
右
衛
門
壱
通

一
、
松
野
永
四
郎
壱
通

一
、
能
代
奉
行
壱
通

一
、
御
町
奉
行
壱
通

但
、
町
宅
医
者
共

一
、
大
山
十
郎
壱
通

一
、
渋
江
六
郎
壱
通

一
、
寺
社
奉
行
壱
通

一
、
御
本
方
奉
行
壱
通

一
、
下
仙
北
御
代
官
弐
通

こ
の
史
料
は
、
天
明
六
（
一
七
八
六
）
年
五
月
、
「
町
触
」
の
伝
達

方
法
を
改
め
る
旨
の
法
令
で
あ
る
。
「
町
触
」
を
以
て
久
保
田
城
下
の

侍
町
へ
伝
え
る
法
令
は
、
今
回
か
ら
変
更
し
て
全
て
「
御
会
所
」
に
張

り
出
し
て
掲
示
す
る
こ
と
に
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
関
し

て
も
す
で
に
高
橋
務
氏
の
先
行
研
究
が
指
摘
さ
れ
る
通
り
で
あ
る
。
な

お
、
掲
示
が
出
さ
れ
た
時
は
、
各
侍
町
へ
「
御
使
番
」
が
知
ら
せ
に
行

く
の
で
、
各
町
か
ら
一
人
ず
つ
会
所
へ
赴
き
、
掲
示
さ
れ
た
触
の
内
容

を
写
し
取
っ
て
町
内
へ
伝
え
、
ま
た
、
配
下
の
者
が
い
る
な
ら
ば
そ
の

者
へ
も
指
示
す
る
よ
う
に
、
と
家
老
は
指
示
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
緊

急
の
命
令
を
伝
え
る
場
合
に
は
、
町
々
へ
の
「
触
流
」
と
す
る
の
で
、

こ
の
こ
と
を
町
内
及
ぴ
配
下
の
者
へ
伝
え
る
様
に
指
示
し
て
い
る
。
そ

し
て
も
し
、
緊
急
の
場
合
で
も
法
令
の
文
章
が
長
い
時
に
は
、
「
触
流
」

を
し
た
う
え
で
、
発
令
し
た
翌
日
に
会
所
へ
掲
示
す
る
の
で
、
そ
れ
を

写
し
取
る
よ
う
命
じ
て
い
る
。

こ
の
法
令
の
宛
所
は
全
部
で
―
一
ヶ
所
で
、
「
町
触
」
は
町
宅
医
者
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も
含
め
て
、
三

0
通
渡
さ
れ
て
い
る
。
家
来
触
は
一
通
で
、
院
内
所
預

の
大
山
十
郎
、
組
下
持
の
組
親
梅
津
小
右
衛
門
（
角
間
川
）
・
渋
江
六

郎
（
刈
和
野
）
•
松
野
永
四
郎
（
桧
山
）
ら
へ
も
そ
れ
ぞ
れ
一
通
ず
つ

こ
の
「
触
」
が
渡
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
役
職
関
係
で
は
、
寺
社
奉
行
・

能
代
奉
行
・
御
本
方
奉
行
・
町
奉
行
・
下
筋
代
官
・
仙
北
代
官
へ
そ
れ

ぞ
れ
一
通
ず
つ
、
同
様
に
こ
の
「
触
」
が
渡
さ
れ
て
い
る
。

「
町
触
」
に
関
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
「
御
使
番
」
が
侍
町
に
作
ら
れ

た
い
く
つ
か
の
「
組
合
」
に
向
け
て
、
「
触
」
を
記
し
た
書
付
を
伝
達

し
て
い
た
の
だ
が
、
こ
れ
以
降
は
会
所
に
掲
示
が
出
る
こ
と
を
伝
え
る

業
務
に
変
わ
っ
て
お
り
、
法
令
の
内
容
を
伝
達
す
る
こ
と
は
な
く
な
っ

た
。
し
た
が
っ
て
、
使
番
の
業
務
が
縮
小
し
、
使
番
の
負
担
は
軽
減
し

て
い
る
。

旧
「
秋
田
懸
史
」
に
よ
る
と
、
会
所
内
の
「
大
御
高
札
場
」
で
「
藩

内
一
般
に
告
示
す
る
公
文
を
掲
示
」
し
、
「
各
町
役
出
頭
し
て
之
を
謄

(48) 

写
し
、
町
内
に
触
れ
達
」
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
が

史
料
12
に
よ
り
、
天
明
六
年
か
ら
は
使
番
が
「
触
」
の
内
容
を
各
町
に

伝
達
す
る
方
式
か
ら
、
町
々
の
代
表
者
が
会
所
に
出
向
い
て
「
触
」
を

書
き
写
す
方
式
へ
と
変
更
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
つ
ま
り
、

会
所
に
「
触
」
が
掲
示
さ
れ
る
と
、
町
々
か
ら
一
人
ず
つ
担
当
者
が
会

所
へ
赴
き
、
張
り
出
さ
れ
た
「
触
」
を
写
し
取
っ
て
、
町
内
へ
伝
達
す

る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
会
所
は
、
本
丸
か
ら
み
て
南
西
方
向
に

下
り
て
、
穴
門
を
西
に
出
た
所
に
あ
っ
た
。

「
触
流
」
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
以
前
の
方
法
と
変
化
は
な
い
ら
し
い
。

し
か
し
、
史
科
12
で
は
「
触
」
の
文
章
が
長
い
場
合
に
は
、
発
令
し
た

翌
日
に
会
所
に
掲
示
す
る
の
で
、
そ
れ
を
町
々
で
写
し
取
る
よ
う
に
と

付
け
加
え
て
い
る
。
こ
れ
は
、
長
文
で
誤
解
が
生
じ
な
い
よ
う
に
、
配

慮
し
て
の
こ
と
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
も
と
も
と
「
触
流
」
は
使

番
が
口
頭
で
法
令
の
内
容
を
町
々
へ
伝
え
て
い
た
可
能
性
が
高
い
と
考

え
ら
れ
る
。

な
ぜ
、
天
明
六
（
一
七
八
六
）
年
に
こ
の
よ
う
な
変
更
が
行
わ
れ
た

の
だ
ろ
う
か
。
天
明
年
間
と
い
え
ば
、
天
明
の
飢
饉
が
想
起
さ
れ
、
天

明
三
（
一
七
八
三
）
年
の
浅
間
山
噴
火
に
よ
る
降
灰
被
害
と
冷
害
凶
作

で
東
北
地
方
は
深
刻
な
飢
饉
と
な
っ
て
い
た
。
秋
田
藩
で
も
、
領
内
全

体
で
困
窮
し
て
い
る
様
子
が
「
町
触
控
」
に
収
録
さ
れ
る
法
令
か
ら
も

見
て
取
れ
、
特
に
天
明
三
年
は
財
政
関
係
の
法
令
が
頻
繁
に
発
令
さ
れ

て
い
る
。
翌
天
明
四
（
一
七
八
四
）
年
に
は
、
米
が
一
定
の
収
穫
抵
を

得
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
し
て
酒
造
を
解
禁
し
て
い
る
が
、
そ
の
後

も
財
政
関
係
の
法
令
は
多
く
発
令
さ
れ
て
お
り
、
秋
田
藩
の
財
政
が
か

な
り
困
難
な
状
況
に
陥
っ
て
い
た
。

さ
ら
に
、
天
明
五
（
一
七
八
五
）
年
は
佐
竹
義
和
が
九
代
藩
主
の
座

に
就
い
た
年
だ
っ
た
。
安
永
四
（
一
七
七
五
）
年
生
ま
れ
の
義
和
は
幼

く
し
て
十
歳
で
新
藩
主
と
な
っ
た
た
め
、
叔
父
の
佐
竹
左
近
義
方
が
政

治
を
執
り
行
う
こ
と
と
な
っ
た
。
財
政
難
な
上
に
、
前
藩
主
の
急
逝
が

重
な
り
、
深
刻
な
財
政
状
況
に
あ
っ
た
秋
田
藩
の
立
て
直
し
を
図
る
た
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め
、
そ
し
て
新
た
に
藩
主
と
な
っ
た
義
和
の
権
威
を
高
め
る
た
め
に
も
、

「
町
触
」
の
伝
達
方
法
を
大
き
く
改
め
た
の
で
は
な
い
か
、
そ
う
考
え

ら
れ
る
。

「
触
」
の
中
で
「
事
長
き
御
触
に
候
は
A

」
と
し
て
、
藩
が
長
文
の

法
令
を
も
っ
て
城
下
士
に
指
令
す
る
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
事
態

を
想
定
し
て
い
る
点
に
注
意
し
た
い
。
こ
こ
か
ら
は
触
を
掲
示
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
藩
の
政
策
意
図
を
誤
解
な
く
確
実
に
通
達
し
よ
う
と
す

る
姿
勢
が
読
み
取
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
に
よ
っ
て
城
下
侍
町
に
「
町
触
」
の
内
容
は
確
実
に
徹
底
さ
れ

た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
さ
ら
な
る
変
更
は
な
か
っ
た
の
か
、
こ
の
点

に
つ
い
て
考
え
た
い
。

【
史
料
訟
-

右
同
日
被
仰
渡
、
左
之
通

去
る
午
年
よ
り
町
触
を
以
被
仰
渡
候
儀
は
御
会
所
江
御
張
出
に
而
被

差
出
、
町
々
江
御
使
番
を
以
被
相
触
候
俄
は
、
其
醐
委
曲
被
仰
渡
候

得
共
、
心
得
違
候
面
々
も
有
之
様
相
聞
得
候
間
、
此
末
御
使
番
を
以

被
相
触
候
。

御
会
処
江
罷
出
右
被
仰
渡
写
取
、
支
配
有
之
面
々
は
其
方
江
も
可
被

申
渡
候
。
尤
右
御
書
付
写
取
候
上
、
同
処
江
御
口
帳
被
差
出
候
間
、

町
名
井
町
役
名
前
可
相
記
候
。

但
、
家
来
触
之
面
々
は
、
家
来
名
前
、
誰
頼
差
出
候
面
々
は
誰
被
頼

誰
と
右
御
請
帳
江
可
相
記
候
。

こ
れ
は
、
寛
政
七
（
一
七
九
五
）
年
九
月
に
出
さ
れ
た
法
令
で
、
「
町
触
」

伝
達
の
再
度
の
変
更
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
。
天
明
六
年
の
法
令
に
よ

り
、
「
町
触
」
を
会
所
へ
掲
示
し
、
使
番
が
町
々
へ
知
ら
せ
る
こ
と
は

承
知
し
て
い
る
は
ず
だ
が
、
心
得
違
い
を
し
て
い
る
者
た
ち
も
い
る
ら

し
い
。
今
後
は
使
番
が
町
々
へ
触
れ
、
町
の
代
表
者
が
会
所
へ
赴
い
て

法
令
を
書
き
写
し
、
配
下
の
者
が
い
る
場
合
に
は
そ
の
者
た
ち
へ
も
伝

え
る
よ
う
に
と
再
び
指
示
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
今
度
か
ら
は
会
所
へ

張
り
出
し
た
「
触
」
を
写
し
取
っ
た
な
ら
、
会
所
へ
「
御
請
帳
」
を
置

い
て
お
く
の
で
、
そ
こ
に
町
名
と
「
町
役
」
を
務
め
る
者
の
名
前
を
記

入
す
る
よ
う
命
じ
て
い
る
。
「
御
請
帳
」
は
、
藩
か
ら
「
触
」
や
「
達
」

が
出
さ
れ
た
際
に
、
そ
れ
を
確
認
し
た
証
明
と
し
て
、
担
当
者
が
署
名

す
る
よ
う
に
置
か
れ
た
帳
面
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
「
家
来
触
」
が
伝
達
さ
れ
る
苗
字
衆
・
家
老
・
引
渡
衆
・
廻
座
衆
・

組
親
た
ち
に
は
、
自
ら
の
名
前
を
「
御
請
帳
」
へ
記
入
す
る
よ
う
命
じ

ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
「
屋
敷
番
」
や
誰
か
を
頼
ん
で
会
所
へ
遣
わ

す
場
合
に
は
、
頼
ま
れ
た
者
の
名
前
と
頼
ん
だ
本
人
の
名
前
を
「
御
請

帳
」
へ
記
入
す
る
よ
う
に
と
命
じ
て
い
る
。

壱
通

一
、
家
来
ふ
れ

壱
通

右
之
趣
、
壱
町
井
支
配
有
之
面
々
は
其
方
江
も
可
被
申
渡
候
。
已

上。
九
月

一
、
町
触
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こ
の
寛
政
七
年
の
法
令
の
宛
所
は
、
「
町
触
」
と
「
家
来
触
」
各
一

通
ず
つ
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
内
容
か
ら
は
、
前
の
天
明
六
年
の
法

令
が
発
令
さ
れ
て
か
ら
一

0
年
経
っ
て
も
、
変
更
さ
れ
た
伝
達
方
法
が

十
分
に
浸
透
し
て
い
な
い
様
子
が
読
み
取
れ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
寛
政

七
年
、
法
令
の
伝
達
方
法
を
再
確
認
し
、
加
え
て
、
「
御
請
帳
」
へ
の

記
入
に
つ
い
て
も
指
示
し
た
の
だ
っ
た
。
「
御
請
帳
」
は
、
法
令
の
内

容
が
確
実
に
町
々
や
「
家
来
触
」
の
面
々
へ
伝
わ
っ
た
こ
と
を
証
明
す

る
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
が
発
令
さ
れ
た
の
は
、
寛
政
七
（
一
七
九
五
）
年
の
こ
と
だ

が
、
寛
政
年
間
は
九
代
藩
主
佐
竹
義
和
に
よ
っ
て
様
々
な
改
革
が
行
わ

れ
た
時
期
で
あ
る
佐
竹
義
和
は
、
天
明
五
（
一
七
八
五
）
年
に
藩
主

と
な
っ
た
も
の
の
、
若
年
ゆ
え
、
叔
父
の
佐
竹
左
近
義
方
が
政
治
を
執

り
行
っ
て
い
た
。
寛
政
三
（
一
七
九
一
）
年
十
二
月
に
、
明
春
か
ら
義

和
が
自
ら
執
政
を
行
う
こ
と
を
法
令
で
伝
え
て
い
る
。
そ
の
後
、
寛
政

五
（
一
七
九
三
）
年
八
月
に
後
の
藩
校
明
徳
館
と
な
る
学
館
の
創
設
や
、

寛
政
七
（
一
七
九
五
）
年
九
月
に
、
そ
れ
ま
で
廃
止
さ
れ
て
い
た
郡
奉

行
の
再
設
置
が
、
義
和
に
よ
っ
て
命
じ
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
郡
奉
行
再

設
置
の
一
五
日
後
に
、
史
料
13
が
発
令
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。

こ
れ
ら
一
連
の
改
革
は
、
義
和
が
強
い
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
し

て
政
治
を
主
祁
し
て
い
く
た
め
に
、
藩
主
の
権
威
を
高
め
る
狙
い
が

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
義
和
は
、
家
臣
一
同
へ
の
法
令
の
伝
達
方
法

を
改
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
主
郡
的
な
藩
主
像
や
強
い
指
甜
力
を
示
そ

「
町
触
控
」
に
収
録
さ
れ
る
法
令
は
、
「
町
触
控
」
を
編
幕
し
た
藩

士
が
法
令
の
概
要
を
示
す
た
め
に
付
け
た
題
目
か
ら
始
ま
り
、
「
覚
」

の
よ
う
に
記
さ
れ
る
事
書
、
そ
し
て
法
令
の
本
文
、
発
令
日
と
続
き
、

最
後
に
法
令
の
宛
所
が
記
さ
れ
る
。
本
稿
は
、
そ
の
宛
所
に
焦
点
を
絞

り
、
秋
田
藩
が
誰
に
ど
の
よ
う
な
方
法
で
「
触
」
を
伝
え
た
の
か
、
こ

の
点
に
つ
い
て
分
析
し
た
研
究
で
あ
る
。

「
町
触
控
」
に
収
録
さ
れ
る
法
令
に
は
、
町
々
へ
向
け
た
も
の
と
蕃

の
役
方
・
番
方
の
職
に
向
け
た
も
の
と
が
あ
り
、
町
々
へ
向
け
た
「
触
」

が
「
町
触
」
で
、
そ
れ
は
久
保
田
城
下
の
侍
町
に
向
け
て
出
さ
れ
た
法

令
だ
っ
た
。
法
令
の
伝
達
先
を
大
き
く
分
類
す
る
と
、
役
方
・
番
方
の

職
へ
の
み
伝
達
さ
れ
る
も
の
、
町
々
へ
「
町
触
」
で
伝
達
さ
れ
る
も
の
、

そ
し
て
そ
の
双
方
に
伝
達
さ
れ
る
も
の
の
三
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き

る
。
が
、
「
町
触
」
が
単
独
で
発
令
さ
れ
る
例
は
わ
ず
か
で
、
基
本
的

に
は
「
町
触
」
と
「
家
来
触
」
が
セ
ッ
ト
で
発
令
さ
れ
る
の
が
普
通
だ
っ

た。
そ
の
中
で
ま
ず
、
役
方
・
番
方
の
職
へ
の
み
伝
達
さ
れ
る
法
令
は
、

全
部
で
二
八
六
三
あ
る
法
令
の
内
、
約
三
割
が
こ
れ
に
該
当
す
る
に
す

ぎ
な
い
。
例
え
ば
、
異
国
船
対
策
を
命
じ
た
幕
府
法
令
や
、
秋
田
藩
内

お
わ
り
に

う
と
し
た
の
で
な
い
だ
ろ
う
か
。
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の
百
姓
不
足
へ
の
対
応
を
命
じ
た
法
令
な
ど
が
こ
れ
で
あ
り
、
い
ず
れ

も
法
令
の
内
容
に
応
じ
て
特
定
の
役
職
に
向
け
て
法
令
が
伝
え
ら
れ
て

い
た
。
次
に
、
「
町
触
」
の
み
で
伝
達
さ
れ
る
法
令
に
つ
い
て
は
、
学

館
出
席
時
の
服
装
を
定
め
た
法
令
を
例
に
挙
げ
た
が
、
全
体
を
見
て
も

こ
れ
は
極
め
て
少
な
い
。
「
町
触
控
」
に
収
録
さ
れ
る
ほ
と
ん
ど
の
法

令
は
、
「
町
触
」
と
そ
の
法
令
の
内
容
に
関
係
す
る
役
方
・
番
方
の
職

に
向
け
て
一
緒
に
触
れ
ら
れ
た
り
、
前
述
し
た
通
り
「
家
来
触
」
と
一

緒
に
触
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
改
元
や
酒
造

禁
止
令
、
鳴
物
停
止
令
な
ど
、
秋
田
藩
領
全
体
に
関
わ
る
法
令
が
触
れ

ら
れ
て
お
り
、
秋
田
藩
は
こ
の
方
法
に
よ
っ
て
藩
の
政
策
を
領
内
に
徹

底
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
の
だ
っ
た
。

「
町
触
」
は
「
家
来
触
」
と
一
緒
に
触
れ
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、

そ
の
「
家
来
触
」
は
城
代
・
所
預
や
組
下
持
の
組
親
を
通
し
て
、
在
方

居
住
の
藩
士
に
向
け
て
触
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
久
保
田
に
居

住
す
る
引
渡
家
格
の
者
や
藩
の
重
要
な
役
職
に
就
く
廻
座
の
者
た
ち
へ

も
、
こ
の
「
家
来
触
」
の
形
式
が
採
用
さ
れ
た
。
「
家
来
触
」
の
「
家
来
」

と
は
、
久
保
田
に
居
住
し
な
い
秋
田
藩
の
直
臣
た
ち
、
つ
ま
り
在
々
給

人
を
指
す
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

秋
田
藩
に
お
け
る
「
町
触
」
は
、
江
戸
や
京
都
で
町
人
町
へ
触
れ
ら

れ
た
町
触
と
は
異
な
り
、
久
保
田
城
下
の
侍
町
へ
向
け
て
触
れ
た
も
の

だ
っ
た
。
秋
田
藩
の
「
町
触
」
は
、
城
下
の
侍
町
に
結
成
さ
れ
た
「
組

合
」
を
も
と
に
、
使
番
に
よ
っ
て
町
々
へ
と
伝
達
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
、

町
の
代
表
者
で
あ
る
「
壱
町
役
」
も
欠
か
せ
な
い
存
在
で
、
彼
ら
が
城

に
出
向
い
て
触
の
内
容
を
承
り
、
張
り
出
さ
れ
た
法
令
を
写
し
取
っ
て

そ
れ
ぞ
れ
の
町
内
へ
伝
達
し
て
い
た
。

ま
た
、
久
保
田
城
下
の
侍
町
へ
は
「
触
流
」
と
い
う
方
法
で
法
令
が

伝
達
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
そ
れ
は
鳴
物
停
止
令
の
よ
う
に
早
急
に

触
れ
る
必
要
性
が
あ
る
場
合
に
採
ら
れ
、
こ
の
時
も
侍
町
に
結
成
さ
れ

た
「
組
合
」
を
単
位
に
、
使
番
に
よ
っ
て
「
町
触
」
が
町
々
へ
伝
達
さ

れ
て
い
た
。

そ
し
て
、
「
町
触
」
の
伝
達
方
法
は
二
度
変
化
し
て
い
る
。
最
初
は

天
明
六
（
一
七
八
六
）
年
で
、
使
番
が
町
々
へ
「
触
」
の
発
令
を
知
ら

せ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
か
っ
た
が
、
こ
の
年
を
境
に
そ
の
「
触
」
が

会
所
に
掲
示
さ
れ
、
「
壱
町
役
」
が
そ
れ
を
書
き
写
し
て
町
内
へ
伝
え

る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
時
期
、
秋
田
藩
は
、
天
明
の
飢
饉
に
よ
る
財

政
悪
化
と
八
代
藩
主
の
急
逝
に
よ
り
、
深
刻
な
状
況
に
あ
っ
た
。
そ
こ

で
、
新
た
に
藩
主
の
座
に
就
い
た
佐
竹
義
和
の
権
威
を
高
め
、
藩
政
の

立
て
直
し
の
意
思
表
示
を
鮮
明
に
す
る
た
め
に
、
「
町
触
」
の
伝
達
方

法
を
改
め
た
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
、
寛
政
七
（
一
七
九
五
）
年
に
も
再
度
、
伝
達
方
法
を
変
更
し
、
「
御

請
帳
」
へ
の
記
入
が
追
加
で
指
示
さ
れ
た
。
寛
政
年
間
は
、
九
代
藩
主

佐
竹
義
和
が
自
ら
政
治
を
執
り
行
う
よ
う
に
な
り
、
学
館
の
創
設
や
郡

奉
行
の
再
設
置
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
寛
政
の
改
革
が
開
始
さ
れ
た
時
期
で

も
あ
る
。
こ
の
と
き
の
変
更
も
、
藩
主
義
和
の
権
威
を
高
め
、
強
い
リ
ー
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ダ
ー
シ
ッ
プ
を
示
す
た
め
に
改
め
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ

る
。
こ
の
よ
う
な
秋
田
藩
に
お
け
る
触
の
伝
達
方
法
の
変
化
は
、
秋
田

藩
特
有
の
家
臣
団
編
制
や
藩
の
職
制
、
そ
し
て
そ
の
時
々
の
藩
政
に
具

体
的
に
ど
の
よ
う
に
関
係
し
て
い
た
の
か
、
こ
の
点
が
残
さ
れ
た
課
題

で
あ
る
。

註
(
l
)
笠
谷
和
比
古
「
習
俗
の
法
令
化
」
（
「
岩
波
講
座
日
本
通
史
第
一
三
巻

近
世
一
―
-
」
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
年
）
。

(
2
)
前
掲
註
ー
に
同
じ
。
一
三
八
頁
よ
り
。

(
3
)
前
掲
註
1
に
同
じ
。
一
三
九
頁
よ
り
。

(
4
)
小
倉
宗
「
近
世
の
法
」
（
「
岩
波
講
座
日
本
歴
史
第
一
＿
一
巻
近
世
三
」
、

岩
波
書
店
、
二

0
一
四
年
）
。

(
5
)
前
掲
註
4
に
同
じ
。

(
6
)
前
掲
註
4
に
同
じ
。
一
八
四
頁
よ
り
。

(
7
)
藤
井
譲
治
「
日
本
史
リ
プ
レ
ッ
ト
八
五
江
戸
時
代
の
お
触
れ
」
（
山

川
出
版
社
、
二

0
一
五
年
）
。

(
8
)深
井
雅
海
「
法
令
の
伝
達
と
将
軍
吉
宗
の
主
導
—
享
保
前
期
の
「
仰

出
之
留
」
を
素
材
に
ー
」
（
「
徳
川
林
政
史
研
究
所
研
究
紀

要
」
第
三
九
号
、
二

0
0
五
年
）
。

(
9
)
湯
本
豊
左
太
「
信
州
中
野
天
領
の
「
御
触
」
伝
達
系
統
」
（
「
信
浪
」

二
0
巻
三
号
、
一
九
六
八
年
）
。

(10)
渡
辺
浩
一
「
日
本
近
世
都
市
に
お
け
る
法
令
の
伝
達
ー
掲
げ
る
・
写
す

•
印
刷
す
る
」
（
「
史
資
料
ハ
プ
地
域
文
化
研
究
」
七
、
二
0
0
六
年
）
。

(11)
吉
田
伸
之
「
江
戸
町
触
と
「
承
知
」
シ
ス
テ
ム
」
（
塚
田
孝
絹
「
近

世
大
坂
の
法
と
社
会
j

、
消
文
堂
出
版
、
二

0
0
七
年
）
。

(12)
宇
佐
美
英
機
「
近
世
前
期
京
都
の
触
留
」
（
「
社
会
科
学
」
同
志
社
大

学
人
文
科
学
研
究
所
、
一
九
八
七
年
）
。

(13)
野
高
宏
之
「
町
触
と
は
何
か
ー
大
坂
町
触
を
素
材
と
し
て
ー
」
（
「
近

世
大
坂
の
法
と
社
会
」
、
消
文
堂
出
版
、
二

0
0
七
年
）
。

(14)
同
「
町
惣
代
（
一
）
」
（
「
大
阪
の
歴
史
」
七
六
、
二

0
0
九
年
）
。

(15)
岩
城
卓
二
「
大
坂
町
奉
行
所
と
用
達
」
（
「
日
本
歴
史
」
三
四
九
、

一
九
九
一
年
）
。

(16)
根
津
寿
夫
「
徳
島
城
下
の
触
書
伝
達
シ
ス
テ
ム
」
（
「
史
窓
」
二
八
、

徳
島
地
方
史
研
究
会
、
一
九
九
八
年
）
。

(17)
今
村
義
孝
・
高
橋
秀
夫
編
「
秋
田
藩
町
触
集
」
、
未
来
社
、
上
巻

（
一
九
七
一
）
、
中
巻
(
-
九
七
二
）
、
下
巻
(
-
九
七
一
11)
。
上
巻
は

明
和
七
（
一
七
七
0
)
年
か
ら
寛
政
三
（
一
七
九
一
）
年
、
中
巻
は

党
政
四
（
一
七
九
二
）
年
か
ら
文
化
五
(
-
八
0
八
）
年
、
下
巻
は

文
化
六
(
-
八
0
九
）
年
か
ら
明
治
二
(
-
八
六
九
）
年
ま
で
の
法

令
を
収
録
し
て
い
る
。
「
町
触
控
」
は
文
化
八
(
-
八
―
-
）
年
前

後
に
編
碁
が
始
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
明
和
六
（
一
七
六
九
）
年
以

前
の
五
冊
、
天
保
三
(
-
八
三
二
）
年
か
ら
同
五
(
-
八
一
＿
＿
四
）
年

ま
で
の
一
冊
、
天
保
九
(
-
八
三
八
）
年
か
ら
嘉
永
四
(
-
八
五
一
）

年
ま
で
の
三
冊
、
合
計
九
冊
が
欠
落
し
て
い
る
。
今
村
氏
は
も
と
も

と
の
「
町
触
控
」
が
三
九
冊
あ
っ
た
と
推
測
し
て
い
る
。
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(18)
前
掲
註
17
に
同
じ
。
同
下
巻
、
五
七
九
頁
よ
り
。

(19)
高
橋
秀
夫
「
一
八
世
紀
後
期
＼
一
九
世
紀
前
期
秋
田
藩
「
町
触
」
に

関
す
る
一
考
察
ー
寛
政
改
革
に
お
け
る
藩
政
の
基
礎
的
問
題
を
中

心
に
ー
」
（
「
秋
田
工
業
高
等
専
門
学
校
研
究
紀
要
J

1

、
一
九
六
六

年
）
。
高
橋
務
「
『
町
触
控
j

に
関
す
る
基
礎
的
一
考
察
」
（
半

田
教
授
退
会
記
念
会
編
「
秋
田
地
方
史
論
集
」
、
み
し
ま
習
房
、

一
九
八
一
年
）
。

(20)
高
柳
真
三
・
石
井
良
助
絹
「
御
触
書
天
保
集
成
」
下
巻
、
岩
波
苦
店
、

一
九
五
八
年
、
六
五
三
五
番
。
御
触
書
集
成
は
、
八
代
将
軍
徳
川
吉

宗
の
命
で
始
ま
っ
た
猫
府
法
令
の
編
築
事
業
に
よ
る
編
築
物
で
、
「
御

触
苦
天
保
集
成
」
は
天
保
十
二
(
-
八
四
一
）
年
に
完
成
し
た
。
こ

の
史
料
は
天
明
八
（
一
七
八
八
）
年
か
ら
天
保
八
(
-
八
三
七
）
年

ま
で
の
法
令
を
収
録
し
て
い
る
。
高
柳
真
ー
―
―
・
石
井
良
助
両
氏
に
よ
っ

て
翻
刻
さ
れ
、
「
御
触
背
天
保
集
成
」
上
下
巻
が
、
一
九
五
八
年
に

岩
波
書
店
よ
り
刊
行
さ
れ
た
。

(21)
前
掲
註
17
に
同
じ
。
同
中
巻
、
一
四
二

0
番。

(22)
前
掲
註
8
に
同
じ
。

(23)
近
世
史
科
研
究
会
編
「
江
戸
町
触
集
成
第
一
―
巻
j
‘

塙
書
房
、

一
九
九
九
年
。
一
―
二
五
一
番
。
底
本
は
「
撰
要
永
久
録
」
、
「
類
集

撰
要
」
、
「
御
触
町
触
諸
達
」
、
「
江
戸
町
触
」
で
あ
る
。
「
撰
要
永
久
録
」

は
正
保
五
（
一
六
四
八
）
年
か
ら
文
久
二
(
-
八
六
二
）
年
ま
で
の

町
触
を
、
全
七
九
冊
に
収
録
し
て
お
り
、
江
戸
南
伝
馬
町
名
主
の
高

野
家
で
絹
築
さ
れ
た
。
「
類
集
撰
要
」
は
目
録
も
含
め
て
全
五
七
冊

あ
り
、
寛
文
二
（
一
六
六
二
）
年
か
ら
天
保
十
一
(
-
八
四

0
)
年

ま
で
の
町
触
や
請
書
な
ど
が
収
録
さ
れ
、
年
次
で
は
な
く
事
項
別
で

編
雛
さ
れ
た
。
「
御
触
町
触
諸
達
」
は
党
政
七
（
一
七
九
五
）
年
か

ら
文
政
三
(
-
八
二

0
)
年
ま
で
の
九
冊
か
ら
な
り
、
深
川
相
川
町

名
主
の
相
川
家
が
原
蔵
し
て
い
た
。
「
江
戸
町
触
」
は
幸
田
成
友
氏

の
旧
蔵
本
で
、
寛
政
十
三
(
-
八

0
1
)
年
か
ら
文
化
四
(
-
八

0
七）

年
ま
で
の
御
触
や
願
書
な
ど
が
収
録
さ
れ
て
い
る
と
推
測
さ
れ
て
い

る。

(24)
前
掲
註
17
に
同
じ
。
同
中
巻
、
一
三
ニ
ー
番
。

(25)
新
秋
田
叢
苦
編
集
委
員
会
絹
「
第
二
期
新
秋
田
叢
書
（
三
）
」
、
歴

史
図
書
社
、
一
九
七
三
年
。
五
一
四
番
。
党
文
元
（
一
六
六
一
）
年

か
ら
文
化
十
二
(
-
八
一
五
）
年
正
月
ま
で
の
史
料
が
収
録
さ
れ
て

い
る
。

(26)
下
中
邦
彦
編
「
日
本
歴
史
地
名
大
系
第
五
巻
秋
田
県
の
地
名
」
、

平
凡
社
、
一
九
八

0
年。

(27)
秋
田
県
「
秋
田
懸
史
第
一
冊
」
、
秋
田
県
、
一
九
一
五
年
。
ニ
ニ

六
頁
よ
り
。

(28)
前
掲
註
25
に
同
じ
。
解
題
よ
り
。

(29)
前
掲
註
17
に
同
じ
。
同
中
巻
、
九
五
九
番
。

(30)
前
掲
註
17
に
同
じ
。
同
上
巻
、
四
四
四
番
。

(31)
秋
田
県
編
「
秋
田
県
史
第
二
巻
近
世
編
上
」
、
加
賀
谷
苦
店
刊
、

一
九
七
七
年
。
及
び
、
前
掲
註
27
に
同
じ
。
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(32)
前
掲
註
17
に
同
じ
。
同
上
巻
、
二
九
三
番
。

(33)
前
掲
註
17
に
同
じ
。
同
上
巻
、
六
八
番
。

(34)
藩
は
借
知
政
策
に
よ
り
、
藩
士
の
知
行
高
か
ら
半
知
、
ま
た
は
四
六

の
割
合
で
知
行
高
を
借
用
し
て
お
り
、
そ
の
高
を
藩
は
「
借
上
高
」

と
よ
ぴ
、
藩
士
側
で
は
そ
れ
を
「
差
上
高
」
と
よ
ん
だ
（
秋
田
県
編
「
秋

田
県
史
第
一

1

一
巻
近
世
編
下
」
、
加
賀
谷
書
店
、
一
九
七
七
年
参
照
）
。

(35)
前
掲
註
12
に
同
じ
。

(36)
前
掲
註
17
に
同
じ
。
同
下
巻
、
二
＝
二
ニ
番
。

(37)
前
掲
註
27
に
同
じ
。
二
三
二
頁
。

(38)
前
掲
註
17
に
同
じ
。
同
中
巻
、
八
二
五
番
。

(39)
前
掲
註
17
に
同
じ
。
同
中
巻
、
九
0
八
番
。

(40)
前
掲
註
17
に
同
じ
。
同
下
巻
、
二
三
七
五
番
。

(41)
渡
迫
喜
一
「
新
編
佐
竹
氏
一
門
・
系
図
【
稿
】
苗
字
家
を
除
く
」
、

東
洋
書
院
、
二

0
0
四
年
。

(42)
前
掲
註
17
に
同
じ
。
同
下
巻
、
二
三
九

0
番。

(43)
前
掲
註
27
に
同
じ
。

(44)
秋
田
県
公
文
書
館
絹
「
澁
江
和
光
日
記
第
六
巻
自
文
政
九
年
七

月
至
文
政
十
一
年
九
月
」
、
秋
田
県
教
育
委
員
会
、
一
九
九
九
年
、

四
0
二
頁
よ
り
。

(45)
前
掲
註
41
に
同
じ
。

(46)
前
掲
註
17
に
同
じ
。
同
下
巻
、
二
七
九
二
番
。

(47)
前
掲
註
17
に
同
じ
。
同
上
巻
、
五
一
三
番
。

(48)
前
掲
註
27
に
同
じ
。
ニ
ニ
六
頁
よ
り
。

(49)
前
掲
註
17
に
同
じ
。
同
中
巻
、
九
九
三
番
。

(50)
前
掲
註
17
に
同
じ
。
同
上
巻
、
七
五
一
番
。

付
記本

研
究
に
つ
い
て
、
秋
大
史
学
会
研
究
部
会
で
報
告
し
た
と
こ
ろ
、
有
益

な
指
摘
を
多
数
い
た
だ
い
た
。
本
来
な
ら
そ
の
指
摘
を
反
映
し
た
か
っ
た
と

こ
ろ
だ
が
、
既
に
入
稿
済
み
で
あ
っ
た
た
め
、
最
小
限
の
修
正
し
か
行
う
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
。
い
た
だ
い
た
指
摘
は
、
「
お
わ
り
に
」
で
記
し
た
課

題
を
追
求
す
る
際
に
活
か
し
て
い
き
た
い
。
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